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児童労働は 20 世紀初頭から人権問題として認識されながらも、いまだに解決されていない課題です。

「ビジネスと人権指導原則」により、「企業の人権尊重の責任」が明確になった今、グローバルなサプライチ

ェーンの末端で働く子どもたちの人権救済は、企業の責任でもあります。グローバル社会で生き、日々多く

のモノを消費する消費者としても、日本で暮らす私たち誰もが児童労働と無関係ではいられません。 

国連持続可能な開発目標では児童労働の撤廃目標を 2025 年と掲げていました。残念ながら、2025

年 6 月の発表で 1 億 3,800 万人もの子どもたちが児童労働に従事している現実があります。他セクター

との連携も含め、課題解決に向け企業としてどう行動できるか、本書がその示唆を与えるものになることを

願っています。 

特定非営利活動法人 ACE 代表 岩附 由香 

 

人権に関する国内外の多様なルール・法令の策定等を背景に、この数年間で人権デュー・ディリジェンスに

取り組む日本企業は増加してきました。大手企業の関与した人権侵害事案がメディアで大きく報道された

こと等も受け、社会や産業界、投資家からの注目が集まり、これまでになく「人権を尊重する経営」の重要

性が高まっています。 

そうした中、2025 年までの児童労働ゼロの目標を達成しえなかった「SDGs の敗北」ともいえる現実を、ビ

ジネスに携わる我々一人一人は重く受け止め、これまでと異なる非連続な課題解決の在り方も考えていく

必要があります。 

児童労働撤廃のためには、企業による人権デュー・ディリジェンスの更なる拡大と深化、そして新たな企業

価値となる「Do No-Harm（自社の人権対応徹底）」を超えた「Problem-Solving（社会の人権課題

解決）」の取り組みが不可欠です。 

本書を通じて、児童労働問題への理解と関心が高まり、日本企業が今後セクターを超えて連携しつつ本

質的な課題解決に尽力し、真に持続可能なサプライチェーンの構築を実現していくことを祈念しています。 

株式会社オウルズコンサルティンググループ 代表取締役 CEO 羽生田 慶介 

 

はじめに 
児童労働は、企業のサプライチェーンにおける深刻な人権リスクであると同時に、ブランド価値や業績に直

接的な影響を及ぼす重大な経営課題です。消費者や投資家をはじめとするステークホルダーの人権対応

への要請が高まる中、企業には人権尊重の取り組みが一層求められています。しかし 2024 年時点で世

界の子どもの 13 人に 1 人、約 1 億 3,800 万人が児童労働に従事しており、SDGs が掲げる「2025 年

までの児童労働撤廃」目標の達成は絶望的な状況です。デロイト トーマツ コンサルティングは特定非営

利活動法人 ACE と連携し、児童労働分野における課題特定から解決策の実行まで一貫して取り組ん

でいます。児童労働の撤廃は、企業のみならず、政府、NPO・NGO、学術機関、消費者などによるマル

チステークホルダー連携による取り組みが不可欠です。本書が、すべてのステークホルダーの皆様にとって、

児童労働撤廃に向けた実効的な取り組みの一助となることを願っています。 

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 代表執行役 神山 友佑 
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本書の背景と目的 
 

児童労働は未だ深刻な人権侵害問題として存在しており、2024 年時点で世界の子ども

の 13 人に 1 人にあたる 1 億 3,800 万人が児童労働に従事している。 

2011 年の国連における「ビジネスと人権に関する指導原則（United Nations Guiding 

Principles on Business and Human Rights ：UNGPs）」の採択を経て、児童労働を

含む多様な人権リスクに対する企業対応への社会的要請は、未だかつて経験したことがな

い程に強まった。各国政府は「ビジネスと人権に関する国別行動計画（National Action 

Plan：NAP）」を策定し、欧米を中心に人権デュー・ディリジェンス実施を企業に義務付け

る法制化が加速している。日本においても、2020 年 10 月に NAP が策定されるなど政府

や産業界、市民社会も巻き込んだ議論が進められてきた。しかしながら、SDGs（国連持続

可能な開発目標）で掲げた「2025 年までの児童労働撤廃」目標の達成は絶望的と言わ

れる状況にあり、今後さらに日本企業も児童労働を含む人権リスクへの対応強化が迫られ

るであろう。 

このように日本は人権リスクへの企業対応の加速が求められる過渡期にあって、企業の児

童労働を含む人権リスクの世界動向の把握が追い付いていない。その一因は、世界の人

権リスクの実態や対応事例などを包括的にまとめたレポートが日本には存在しないことにあっ

た。そこで、2020 年に、その状況を打開し日本企業による取り組みを加速させるべく、世界

の最新レポートや公開情報の網羅的な調査・分析をもとに、児童労働に関する体系的な

情報を提供する「児童労働白書」を発行した。本書は 2020 年時点の内容から 2025 年

時点の最新データに更新し、近年の取り組みを踏まえて内容を拡充したものである。企業の

経営者・CSR 担当者・サプライチェーン管理担当者をはじめとする多くの企業人、そして企業

を取り巻く多くのステークホルダー（政府、NPO・NGO、学術機関、消費者など）が本書の

情報を活用して実際の取り組み推進につなげてくれることを期待する。 
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第 1 章 国際的な児童労働の実態 

第 1 節 児童労働の概観 

1）児童労働の定義と背景 
 

 

15 歳未満の労働 

および 18 歳未満の 

子どもによる 

危険有害労働を一般

に児童労働とよぶ 
 

特に 18 歳未満の子どもによる人身売買、売春、

危険で有害な労働などを含める「最悪の形態の

児童労働」の禁止と撤廃を確保すべく、即時の効

果的な措置を実施するよう国際条約で定められて

いる。 

 

児童労働に関する国際条約 

児童労働とは 
児童労働とは、15 歳未満（途上国は 14 歳未

満）の義務教育を受けるべき年齢の子どもが教

育を受けずに働くことおよび 18 歳未満の子どもに

よる危険で有害な労働などへの従事を指すと一般

的に定義されている。児童労働の禁止は国際条

約によって定められており、主要な条約としては

1973 年の「最低年齢条約（第 138 号）」と

1999 年の「最悪の形態の児童労働条約（第

182 号）」の 2 つの ILO 基本条約および国連の

「子どもの権利条約」が挙げられる。これら 3 つの

主要な国際条約に基づいて各国政府には、児童

労働に関する法整備や児童労働撤廃に向けた政

策の実施などの対応が求められている1。 
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「子どもの就労」の形態区分 

国際条約では、児童労働の中でも特に子どもに深

刻な影響を及ぼす労働として「危険で有害な労

働」が定義されている。これは、その性質または遂

行状況から見て、子どもの健康や安全、道徳を害

する可能性が高い労働を指す。具体的には、夜間

や長時間の作業、肉体的・心理的・性的虐待に

晒される作業、地下・水中・高所・閉所での作業、

危険な機械・道具の使用や重量物の運搬を伴う

作業、化学物質や高温・騒音に晒される作業など

が含まれる。これは ILO 条約第 182 号が定義す

る「最悪の形態の児童労働」の 1 つの形態として、

奴隷労働や強制労働、商業的性的搾取などと

並び最も搾取的な労働と位置付けられ、早期の

撤廃が求められている2。 

一方で、「子どもの就労」（Child Work）のすべ

てが「児童労働」（Child Labour）として禁止さ

れているわけではない。一部の軽易な子どもの労

働や、就業最低年齢以上の子どもによる危険で

有害ではない労働は認められており、日本における

高校生 のアルバイトなどもこれにあたる。このように

法的に認められた子どもの労働や児童労働を含む

概念として、「子どもの就労」という言葉が用いられ

ている。 
 

 

 

児童労働の発生背景 

児童労働が発生する背景には、子どもを働かせて

しまう家庭や地域（供給側）の課題と、児童労

働を直接・間接的に助長してしまう企業（需要

側）の双方課題が存在する。開発途上国などの

貧困家庭では、不足する家計収入を補うためにや

むを得ず子どもを労働へと送り出す実態が存在す

る。また差別・紛争・災害などは貧困を深刻化させ

児童労働を助長しており、さらに地域の教育環境

の未整備や教育の重要性への意識の低さ、行政

による労働監査・取り締まり体制の不備なども、児

童労働撤廃が遅れる要因となっており、政府・行

政の果たすべき役割も大きい3。 

一方で企業側は、消費者の「安さ」へのニーズの高

さを理由として取引先に対する生産コスト削減圧

力を強め、サプライチェーンの中で直接・間接的に

児童労働を助長している場合がある。 

2015 年に国連で採択された「持続可能な開発目

標（Sustainable Development Goals：

SDGs）」では、17 の目標のうち目標 8 のターゲッ

ト 8.7 において児童労働撤廃に言及している4。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

参考： ILO などの公開情報 

子どもによる労働の種類                 年齢・形態別の子どもによる労働の区分 

危険有害労働

児童労働

子どもの就労

最低年齢条約

適用外の労働
軽易な労働

危険ではない

労働
危険有害労働

13歳

15歳

18歳

廃絶すべき児童労働

就労

最低年齢
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2）児童労働の発生地域と形態 

 

世界の子どもの 13 人に

1 人が児童労働に従事

している 
 

特にアフリカ地域が最も児童労働の発生

件数が多く、産業全体の 6 割は農林水産

業セクターで働いている 

 

児童労働に関する統計データ 

国際労働機関（International Labor 

Organization：ILO）および国際連合児童基金

（United Nations International Children's 

Emergency Fund：UNICEF）の推計によると、

2024 年時点で世界の子どもの 13 人に 1 人にあ

たる 1 億 3,800 万人もの子どもが児童労働に従

事している。そのうち約 5,400 万人が危険で有害

な労働に従事しており、深刻な状況が続いている。

ILO が児童労働に関する世界推計の公表を始め

た 2000 年以降の 24 年間で児童労働者数は 1

億人超減少しており、2016 年から 2020 年にかけ

ては一時増加傾向に転じたものの、全世界の子ど

もの総数自体は 2000 年時点から 2 億 3,000 万

人増加していることを踏まえると、現在は改善傾向

にあるといえる。しかしながら、SDGs のターゲット

8.7 に掲げられた「2025 年までに児童労働を撤廃

する」という目標の達成は絶望的と見られており、

児童労働ゼロの日を目指して今後の更なる対応

の加速化が求められている5。

 

 

  

 

 

児童労働の地域別分布 

児童労働が最も多く発生している地域はサハラ以

南アフリカ地域であり、全世界の児童労働の約 3

分の 2 を占めている。その数は同地域に暮らす子

どもの約 5 人に 1 人（21.5%）にあたる 8,660

万人にも上る。次いで多いのは、中央・南アジア地

域で 1,700 万人、東・東南アジア地域で 1,230

万人、北アフリカ・西アジア地域で 1,220 万人が

児童労働者となっている。その他に中南米・カリブ

地域で 730 万人、北米・欧州で 130 万人が児

童労働に従事している 。サハラ以南アフリカ地域で

児童労働に従事している子どもの割合は、2020

年以降子どもの総数が増えていることから、割合は

減っているものの、絶対数としては依然として横ば

いの状況である。紛争、国家の脆弱性、貧困が児

童労働に大きな影響をおよぼしている特にアジア地

域や中南米・カリブ地域における児童労働者が減

少していることを踏まえると、今後の児童労働は、

より一層サハラ以南アフリカ地域に集中していくこと

が見込まれる6。 

  



第 1 章 国際的な児童労働の実態 

第 1 節 児童労働の概観 

11 
 

図 1 

児童労働のセクター別分布 

セクター別でみると、児童労働は主に農林水産業

に集中して発生しており、児童労働全体の 6 割に

も上る。農林水産業には農業（自給農業と商業

的農業）、漁業、水産養殖業、林業、牧畜業が

含まれる。次いで多いのがサービス業で児童労働

全体の約 3 割を占め、残りの約 1 割を工業が占

めている7。子どもの年齢の上昇に応じて、農林水

産業の相対的な割合は減少し、サービス業と工業

の割合が上昇する8 9。 

 

 

 

 

 

 

児童労働の地域×セクター別分布 

地域によって児童労働が発生しているセクター分布

には特徴が存在する。サハラ以南アフリカ地域では

主に農林水産業で児童労働が発生しており、児

童労働全体の約 7 割と圧倒的割合を占める。そ

の他の地域においては、児童労働は農林水産業

以外のセクターでも多く発生しており、農林水産業

セクターが占める割合は比較的少ない。北アフリ

カ・西アジア地域および中南米・カリブ地域では、

工業における児童労働がそれぞれ約 41％、約

37%を占め、比較的高い傾向にある10 11。 
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危険で有害な児童労働 

児童労働に従事する子どものうち、5 人に 2 人の

約 5400 万人が、児童労働の中でも特に子どもに

深刻な影響を及ぼす危険で有害な労働に従事し

ている。危険な児童労働はどのセクターにおいて

も、どの年代層においても存在するが、特に工業に

おける危険な児童労働の発生割合は約 60%で

最も高い12。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、サービス業における児童労働については、

2025 年 8 月に発行された「現代奴隷に関する国

連特別報告書」において、児童買春や性的売

買、児童ポルノなどの蔓延がソーシャルメディアやゲ

ーム、スマートフォンアプリなどの普及によって容易に

なったことに対して警鐘を鳴らしている。チャイルドラ

イト・グローバル児童安全研究所（Childlight 

Global Child Security Institute）によると、

2024 年のオンライン性的搾取の被害者数は 3 億

200 万人に上った。また、紛争や自然災害を含む

人道危機の際には、児童が性的搾取のリスクに

晒される可能性が高まる。女子が主要な被害者

であるものの、男子やジェンダー多様性のある子ど

もなど、他の脆弱な集団も搾取の対象となってい

る 13。 

 

 

 

 

 

さらに、武力紛争における児童の徴用と利用は、

複数の国々で依然として深刻な問題であり、国連

事務総長特別代表（子どもと武力紛争担当）

によると、2023 年に 8,655 人の子どもが武力紛

争に徴用・利用された。紛争地域の子どもたちは、 

荷運び、調理、清掃、警備など他の形態の児童

労働にも従事させられるほか、性的暴力、死、傷

害、拷問、その他非人道的な扱いなど、広範な人

権侵害にも晒されている。ほとんどの子どもは紛争

地域内で徴用されるが、デジタル技術を利用して

武力紛争に参加させられるケースもある14 。 
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児童労働の男女別分布 

児童労働の男女別の割合でみると、すべての年代

において女子よりも男子の方が児童労働に多く従

事している。また、年齢が上昇するに応じて児童労

働に従事する子どもの割合は男子の方が上昇す

る。ただし、5 歳から 14 歳の子どもが行う家事労

働を児童労働統計に含めると、男女の割合は逆

転し、児童労働に従事する子どもの割合は女子

が男子をわずかに上回る。ここでいう家事労働と

は、自宅において行われる週 21 時間以上の家事

労働を指す15。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童労働と教育 

子どもたちの教育との関連性の観点では、児童労

働に従事する子どもは、労働があるために学校へ

の出席率が低くなり、学校教育の機会から遠ざか

ることになる。義務教育を受けるべき年齢の子ども

のうち、3 分の 1 の子どもが学校に通うことができて

いない。また、児童労働に従事していた子どもは青

年期（15-17 歳）における学校通学の継続率が

低くなり、基礎的な学習能力である読解・計算能

力のパフォーマンスも低い結果となった16。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



第 1 章 国際的な児童労働の実態 

第 1 節 児童労働の概観 

14 
 

児童労働の撤廃に向けて 

児童労働の撤廃に向けた動きは近年すべての地

域で進展があったものの、取り組みが急速に加速

することはなく、今後も取り組みを継続する必要が

あると見込まれている。例えば、ILO の推計では、

2030 年までに児童労働を撤廃させるためには、

今のペースの 11 倍の取り組みが必要になるとされ

ており、同 ILO レポートでは、各国政府に対して、

以下のことを呼びかけている17。  

• 無償で質の高い教育を確保することで、児

童労働の代わりとなる価値のある選択肢を

提供し、学校教育からディーセント・ワーク

（働きがいのある人間らしい仕事）への円

滑な移行を支援すること。 

• 国際基準に沿った児童労働に対する法的保

護を強化し、出生登録を起点とした効果的

な予防と法執行の基盤を整備すること。 

• 教育制度を整備することで、学校から仕事へ

の移行を支援すること。特に労働市場におい

て安全衛生上のリスクが高い状況にある若

者に焦点を当てる。 

• 社会的保護を普遍化することで、児童労働

の原因となる社会経済的なぜい弱性を相殺

し、児童労働につながり得る今後のショック

や危機からの回復力を構築すること。 

• 安全な水や安定した電力供給を含む基礎

的なサービスへのアクセスを拡充することで、

子どもたちが過酷な作業を行う必要を減ら

し、学習、遊び、休息のための時間を確保す

ること。 

• 児童労働のリスクが極めて顕著であることが

多い、サプライチェーンの下層にあるインフォー

マルの小規模・零細企業に特に留意して、 

事業活動やサプライチェーンにおける児童労

働に対処すること。 
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第 2 節 産品別の児童労働の実態 

 

 

日本の企業に強い関わりを持ち、国際的な取り

組みがなされている 7 産品を対象に調査 
 
本節では、世界的に児童労働の存在が指摘されて取り組みが進んでいる 7 産品について、その児童労

働の背景や実態、課題・取り組みの変遷を解説する。具体的には、コーヒー、カカオ、パーム油、コットンの

4 つの農産品と、金およびコバルトの 2 つの鉱業産品、そして魚介類における児童労働を取り上げる。こ

れらの産品は、米国労働省国際労働局（Bureau of International Labor Affairs：ILAB）の報告

書「児童労働または強制労働によって生産された品目リスト」（2024 年）においても世界各地で広く

児童労働の存在を指摘されており、国際的な取り組みも進められている18。また同時に多くの日本企業

が調達しサプライチェーン上で関与している産品でもあるため、今後の取り組みの参考となることを期待す

る。 
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1）コーヒー 
 

コーヒー生産における 

児童労働は、 

主に中南米地域と 

アフリカ地域に存在 
 

中南米地域（ブラジル・コロンビア・コスタリカ・メキ

シコ・ドミニカ共和国・エルサルバドル・グアテマラ・ニ

カラグア・パナマ・ホンジュラス）とアフリカ地域（コ

ートジボワール・ギニア・ケニア・シエラレオネ・タンザ

ニア・ウガンダ）に加え、ベトナムに分布 

 

児童労働発生の背景 

コーヒーは熱帯気候地域において栽培される多年

生植物である。その種子であるコーヒー豆は、一次

産品として石油に次ぐ国際貿易取引額を占め、

主に開発途上国にとって外貨と雇用の主要な供

給源となってきた。一方で、その国際取引価格は、

ニューヨークとロンドンの国際市場で決められ、供給

過剰や消費者需要の質の変容などを受けて激しく

変動する。コーヒー農家の大部分を占める小規模

生産者は、この価格変動の影響を受けて生産コス

トを賄うことが難しくなり、コスト削減のために子ども

を働かせてしまう事態が発生している。 

 

実際に 1998 年から 2003 年にかけて世界市場の

コーヒー価格が半分以下に急落すると、小規模コー

ヒー農家は、生産コストをはるかに下回る価格でコ

ーヒー豆を取引せざるを得なくなった。結果、約

2,500 万人の生産者の生活が破綻し、各地で児

童労働が深刻化したとされている19。 

また、2015 年の研究報告では、気温上昇、降水

量変化、病害虫被害の増大などによる気候変動

の影響を受けて 2050 年までにコーヒーの適作地域

が半減するということが発表された20 。これによって

コーヒーの収穫量が減少するとコーヒー農家の収入

も減少し、さらには児童労働リスクが増加すること

が懸念されている21。 

 

児童労働の概要・特徴 

児童労働はコーヒー豆生産のあらゆる過程に存在

しており、特に果実の収穫期においてその発生リス

クが高まる。コーヒーの枝に手が届くほどの年齢にな

った子ども達は、熟した果実を選別して収穫する作

業に加え、枝の剪定や、農薬の散布、収穫物の

運搬を担う。これらの作業は子どもにとって様々な

危険を伴う。例えば刃物による切り傷などの怪我、

重量物運搬による筋骨格の損傷、有害な農薬の

使用・曝露による中毒や健康被害、コーヒーの粉

塵による呼吸器疾患などが指摘されている22。 

  

コーヒー生産における児童労働の分布 

コーヒーのサプライチェーン 
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取り組みの変遷 
1992 年の国連環境開発会議（UNCED）（地

球サミット）のリオ宣言にて、持続可能な生産と

消費に関する各国の取り組みの必要性が明記さ

れ、以後児童労働を含む人権リスクに対して企業

に取り組みを求める世論が高まった23。これに対応

するコーヒー業界の主要な取り組みとして、人権を

含むサステナビリティに関する認証制度が国際的な

広がりを見せており、自主的持続可能性基準

（Voluntary Sustainability Standards：VSS）

とも呼ばれている。これはサプライチェーンの各工程

で環境・経済・社会などに関する一定の基準を満

たす製品や企業を認証する制度であり、複数の制

度が認証基準に児童労働の禁止も含んでいる。

代表的な VSS としては、IFOAM などの有機認証

や、国際フェアトレード認証、Rainforest Alliance

などのサステナブルな農業に関する認証が挙げられ

る。またコーヒーに特化した持続可能な栽培と加工

のための認証システムとして、4C 認証（4C 

Common Code for the Coffee Community）

も広く活用され、2024 年時点で、約 80 万ヘクタ

ールの農地が 4C 認証を受けている24。さらに 2015

年の持続可能な開発目標（SDGs）や 2016 年

のパリ気候協定などのビジネスと持続可能性に関

する国際枠組みの策定を受けて、コーヒー業界内

外でマルチステークホルダー・イニシアティブ（MSI）

が設立され、連携を強めている。例えば 2016 年

設立のグローバル・コーヒー・プラットフォーム（Global 

Coffee Platform: GCP）は、持続可能性に関す

る取り組みへの官民対話や投資の拡大を促進し

ている。同プラットフォームは、2021 年に Coffee 

Sustainability Reference Code（コーヒー持続可

能性リファレンスコード）を策定し、ステークホルダー

に対して持続可能なコーヒー生産を支える原則の

理解を深めるためのフレームワークを提供している。

具体的には、経済的繁栄、社会的ウェルビーイン

グ、環境スチュワードシップの 3 つを軸に、コーヒーの

生産と一次加工における持続可能性の基準を定

める 12 の原則を定め、それぞれ取り組みとそれに

よって期待される結果を規定している。また、その中

では最悪の形態の児童労働の排除、強制労働の

排除、森林破壊の禁止、禁止された農薬の使用

禁止、そして継続的な改善の 5 つを重要な取り組

みとして定義している25。Coffee Sustainability 

Reference Code は、様々な企業において、コーヒ

ーの調達基準として採用されている。また、2015 年

設立のサステナブル・コーヒー・チャレンジ

（Sustainable Coffee Challenge：SCC）は、

コーヒーを真に持続可能な農産物とすることを目指

し、生産者や小売業者、焙煎業者、認証機関、

政府などの多様な関係者からなる連合を形成して

いる26。 

2023 年には、国際労働機関（ILO）、国連食

糧農業機関（FAO）、国際貿易センター

（ITC）、国連児童基金（UNICEF）が EU の資

金提供を受けて、コーヒー産業のサプライチェーンにお

ける児童労働の根本的な原因に対処するための

「CLEAR Supply Chains Project」を開始した。本

プロジェクトは、2026 年 8 月までの 40 か月間で、

コーヒー産業において特にリスクの高い児童労働の

問題に対し、ホンジュラス、ウガンダ、ベトナムといっ

たコーヒーの主要な生産国で、統合的かつ地域ベー

スの介入策を開発し、児童労働の根本原因に対

処することを目指す中期プロジェクトだ。2024 年 6

月にデンマーク・コペンハーゲンで開催されたグローバ

ル・ローンチイベントでは、世界のコーヒーパートナーシ

ップやパートナー国、国連機関の代表者が参加し、

コーヒーのサプライチェーンにおける児童労働やディー

セントワークに関するパネルディスカッションが行わ

れ、児童労働や人権デュー・ディリジェンスの課題が

強調された。今後は、プロジェクト現地で得られた

知見や経験を他国や他のサプライチェーンにも共

有・拡大することを目指しており、グローバル・コーヒー

パートナーシップやサプライチェーンの関係者と密接に

連携しながら、児童労働の根本原因へのアプロー

チ、適切なデュー・ディリジェンス、予防への投資を

進めていく予定である27。 

日本企業においても、コーヒーサプライチェーンにおけ

る児童労働を含む人権リスクを評価するために人

権デュー・ディリジェンスを実施する事例や持続可能

な調達に関する方針や基準を定めコーヒーの持続

可能な調達に取り組む事例などが増えている 28。 
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2）カカオ 
 

 

カカオ生産における 

児童労働は、 

主にアフリカ地域と 

中南米地域に存在 
 

アフリカ地域（カメルーン・コートジボワール・ガーナ・

ギニア・ナイジェリア・シエラレオネ）に加え、ブラジ

ルにおいてその存在が報告されている 

 

 

 

 

児童労働発生の背景 

カカオ豆とはカカオの樹の果実中の種子を指し、チ

ョコレートやココアの主原料である。カカオは主に赤

道付近のアフリカ地域で生産される一方で、最大

の消費地が欧米であるために国際取引が盛んであ

り、従来から消費国の価格交渉力の強さを背景に、

カカオの国際市場価格は低くなる傾向にある。また

カカオは天候などの影響による価格変動も大きく、

農家の収入が不安定な作物のひとつである。特に

西アフリカ地域では家族単位の小規模農家が大

半を占めることなどから、各農家はカカオ生産のた

めの労働者を雇うことができず、不足する労働力を

児童労働によって補うケースが発生している2930。 

  

児童労働の概要・特徴 

カカオ収穫の手順は、さやの摘み取り、カカオポッド

と呼ばれる実の収穫、果実の取り出し、豆の発

酵、乾燥、袋詰めなどの作業で構成される。主に

子ども達は、なたを用いた畑作業、農薬の散布、

カカオポッドの収穫、種子の取り出し作業などを行

う。これらの作業は子どもにとって様々な危険を伴

う。例えば重量物運搬による筋骨格の損傷、長時

間の日光曝露、切削工具による怪我、殺虫剤の

使用・曝露による中毒や健康被害、カカオポッドの

落下による怪我などが指摘されている31。2020 年

発表のシカゴ大学の報告書によると、カカオの世界

二大生産国であるコートジボワールとガーナのカカ 

 

 

オ生産地域農業世帯の 5-17 歳の子どもの 45％

（156 万人）が児童労働に従事している。そのう

ち危険で有害な労働に従事している割合は約

95％（148 万人）にも上る32。 

  

カカオ生産における児童労働の分布 

カカオのサプライチェーン 
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取り組みの変遷 

チョコレート業界は、1923 年に米国チョコレート製

造業者協会（Chocolate Manufacturers 

Association：CMA）が設立されて以来、同協

会を中心に業界内連携が行われてきた。CMA

は、チョコレート関連の研究への資金提供・管理、

チョコレート関連の広報活動・メディア連携、議会・

政府機関との連携などを推進した。1990 年代に

なると、カカオ農家の農業生産性向上や収入の安

定を確保しなければカカオ栽培は持続可能ではな

いことが明らかにされ、CMA の提案により 2000 年

に世界カカオ財団（World Cocoa 

Foundation：WCF）が設立された（前身である

国際ココア研究教育基金は 1995 年設立）。同

財団は、高品質なカカオの生産・販売の効率化に

よる農家の所得向上などを図り、カカオ産業のサス

テナビリティに貢献することを目指している。さらに、

欧米では同時期の 2000 年頃から児童労働に関

するテレビ報道や NPO・NGO、消費者団体のキャ

ンペーンが行われ、世間の注目を集めた。その結

果、2001 年 10 月に米国議員とチョコレート製造

業者協会がカカオ農園から「最悪の形態の児童労

働」を撤廃する目的で「ハーキン・エンゲル議定書」

を締結し、これを受けて 2002 年に国際ココアイニ

シアティブ（International Cocoa Initiative：

ICI）が業界出資の財団として発足した。同財団

は米国政府や国際労働機関（International 

Labor Organization：ILO）、労働組合、

NPO・NGO、消費者団体などと共同で、児童労

働予防プロジェクトの実施、児童労働の実態調

査、責任あるサプライチェーン構築に向けた企業支

援などを実施している333435。 

さらに、2010 年以降グローバル企業による取り組

みが急加速した背景には、「カカオ 2020 年問題」

と呼ばれる将来的なカカオ供給不足への世界的

な危機感の高まりがあった。新興国におけるチョコレ

ート需要の増加や、地球温暖化・気候変動、カカ

オ農家の農業生産性低下などを背景に、世界の

年間カカオ流通量（約 440 万トン）の 4 分の 1

に相当する約 100 万トンが 2020 年には不足する

と予測されたのである。これを受け、グローバル大手

菓子メーカーである Nestlé、Hershey's、Mars は、

2020 年までにカカオ豆の購入を 100％サステナブ

ルカカオ（公正取引・人権尊重・環境配慮などの

条件を満たしたカカオ）に切り替えることを公表し

た。Nestlé などの海外企業の取り組みに追随し、

日本企業においても取り組みが進んでいる。株式

会社明治は「メイジ・カカオ・サポート」と称し、ガー

ナ・エクアドル・ベネズエラなどのカカオ産地で生産

者に向けた栽培技術支援を実施している36。株式

会社ロッテも「フェアカカオプロジェクト」と称して、 

 

CLMRS（Child Labour Monitoring and 

Remediation System: カカオ生産地での児童労

働・強制労働撤廃を目指す NPO「International 

Cocoa Initiative」が開発した児童労働監視改善

システム。児童労働の事例を特定、監視、是正お

よび防止する取り組みを行う）による支援を行って

いるほか、カカオ豆のトレーサビリティ情報（生産や

流通などの履歴）と CLMRS による児童労働リス

ク情報をひも付けて、サプライチェーン上（原料調

達から生産、販売までの流れ）の児童労働リスク

の詳細を把握するブロックチェーンを用いた実証実

験を行ったりするなど、持続可能なサプライチェーン

の実現に向けた調達活動を推進している37。森永

製菓株式会社は 2008 年から「1 チョコ for 1 スマ

イル」と称して対象チョコレート製品の売り上げの一

部を寄付する活動を行い、2011 年からその寄付

をカカオ生産国の子ども支援に特定し寄付を行っ

ている38。江崎グリコ株式会社においては、ガーナ政

府の「児童労働フリーゾーン（CLFZ）」ガイドライン

に基づき、児童労働を予防・是正する仕組みの構

築を進めている。またグループ調達方針に基づき、

購入ルートを通じて生産者に支援を行っているカカ

オ豆の購入率を 100%とすることをコミットメントとし

て掲げるなど、持続可能なカカオ豆調達に取り組

んでいる39。また、カカオ関連の専門商社である株

式会社立花商店は、児童労働を含む労働環境

改善に取り組む農家などからの積極的な調達を

行っている4041。さらに、有楽製菓株式会社では、

「スマイルカカオプロジェクト」として 2025 年までに同

社の商品に使用するすべてのカカオ原料を、児童

労働問題に配慮されたカカオ原料へ変更すること

を目標として原料の切替を推進している42。その他

の企業においても、社会・環境に配慮した認証製

品を製造・販売するフェアトレードへの参加や、生

産・加工技術指導によるカカオの高品質化および

買取価格引き上げ、サステナブルカカオの調達量コ

ミットメントなどの取り組みが活発化している43。 

しかし、2024 年には西アフリカのガーナ、コートジボ

ワールにおいて、深刻なカカオの不作によってカカオ

の価格が急騰する「カカオ危機」が発生し、2024

年後半にはカカオ 1 トンあたり 12,000 ドルという史

上最高価格に到達した。カカオ危機の主な原因

は、病害虫の蔓延による収穫量の減少、それを後

押しする気候変動による天候不順（不安定な降

雨量、乾季の長期化など）が挙げられている。さら

に問題の根底にあるのは、カカオの生産の大部分

を担う小規模農家が、こうした気候変動による不

作に対応した農業に移行するための技術やインフラ

へのアクセスをもっておらず、長年にわたって少数の

生産国に過度に依存し、最小限の技術支援しか

なされてこなかったことによるカカオのサプライチェーン 

 

の脆弱性そのものにある。カカオ危機は、こうした環

境的、構造的な要因が複合的に重なり合って発

生したのである。この問題に対する即効的な解決

策はなく、制度改革や持続可能な生産に向けた

技術支援などによる長期的な解決に向けて、政

府、企業、NGO、消費者が連携しながら取り組み

を進める必要がある44。 
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3）パーム油 

 

パーム生産における 

児童労働は、 

主にアジア地域に存在 
 

パーム油生産活動における児童労働は、アジア地

域（インドネシア・マレーシア）に加え、シエラレオ

ネにおいてその存在が報告されている   

 

 

児童労働発生の背景 

パーム油は世界で最も広く消費されている植物性

油であり、世界の植物性油消費量の 約 40％を

占める45。調理、洗剤、化粧品、食品加工などに

広く使われ、バイオ燃料としての活用も増加してお

り、2010 年～2030 年の 20 年間で、世界のパー

ム油の生産量は約 3 倍にまで増加すると見込まれ

ている。急激な消費増加に伴い、パーム油の原材

料であるアブラヤシ栽培における労働需要が急増

し、児童労働含む違法労働が発生している。また

一部の地域では、労働者は収穫量のノルマを課さ

れ、ノルマ未達の場合には最低賃金以下への賃

金減額や罰則が科せられるケースが発生している。

そのような労働者である保護者が不当な労働環

境に置かれる事態が、児童労働を誘発していると

も指摘されている4647。

 

 

 

児童労働の概要・特徴 

パーム油の生産過程は、種まき、苗の移植、収穫

および果房の運搬などで構成される。子ども達は

主に収穫・運搬・除草作業に従事する。具体的に

は、木の上で重い器具を使って果房を収穫するほ

か、果房を詰めた袋を持って運んだり、果房を大量

に積んだ一輪車で未舗装の道や狭い橋の上を運

搬する。これらの作業は怪我などを負う危険性が

高い上、農薬や肥料などの化学薬品に晒されて

健康被害を受ける可能性なども指摘されている。
4849。 
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取り組みの変遷 

パーム油の原料となるアブラヤシは、東南アジア、ア

フリカ、中南米などの一定以上の雨量がある赤道

周辺地域に生育し、特にマレーシア、インドネシアで

大規模なアブラヤシ農園開発が行なわれてきた。

農園開発の過程では多くの熱帯林が伐採されたり

焼き払われるとして環境への影響が指摘されてき

た。環境に配慮した持続可能なパーム油を求める

世界的な世論の高まりに応え、環境保護団体

WWF や Unilever などの企業が協力して 2004 

年に、持続可能なパーム油のための円卓会議

（Roundtable on Sustainable Palm Oil：

RSPO）を設立した。RSPO は一定のサステナビリ

ティ基準を満たすパーム油を認証するシステムを運

用することで企業に対してサステナブルなパーム油の

調達を促進しており、RSPO 認証パーム油は世界

で広く認知・活用されている50。 

2010 年頃になると、環境側面にフォーカスした

RSPO の社会側面（労働者の人権保護など）の

取り組み不足への批判や、RSPO メンバー企業の

パーム油農園の認証取得率が 100％ではない状

況に対する批判が寄せられるなど、パーム油業界に

更なる取り組み強化を求める動きが相次いだ。こう

した社会的要請を背景に、2013 年にパーム油革

新グループ（Palm Oil Innovation Group：

POIG）が発足し、「POIG 憲章（POIG 

Charter）」を採択した。POIG では、「環境への配

慮」「地域社会とのパートナーシップ」「企業および製

品の誠実性」の 3 つの柱に焦点を当て、環境・社

会に配慮した責任あるパーム油生産に向けて企業

のコミットメントの更なる強化を求めている51。 

RSPO 認証農園などにおける環境・人権問題が指

摘され企業が対応を余儀なくされるケースが発生し

たことから、認証システムの強化も進められている。

2016 年にはマレーシアのパーム油生産大手 IOI グ

ループが天然林を伐採しているとして RSPO 認証を

取り消され、Unilever や花王など 27 社が調達を

中止した。また同年、人権団体アムネスティ・インタ

ーナショナル（Amnesty International）がシンガ

ポールのパーム油生産企業 Wilmar International

の農園における人権侵害を告発し、Nestlé など 9

社がこの農園のアブラヤシを原料とする認証パーム

油を調達していたと報道された。こうした事態を受

けて RSPO は 5 年ぶりに認証基準の改訂に着

手。2019 年の審査から環境・人権基準を強化し

た新基準が適用された525354。 

近年の企業の取り組みとしては、RSPO 認証など

への参加に加え、社会・環境に配慮した調達方針

を策定して、自社が直接取引をするサプライヤーだ

けではなくそのグループ傘下の独立系供給業者も 

 

 

調達基準の適用対象とするなどの事例も挙げられ

る55。 
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4）魚介類 
 

漁業における 

児童労働は、 

主に中南米、アジア、 

アフリカ地域に存在 
  

中南米地域（ブラジル・ペルー・パラグアイ・エルサ

ルバドル・ニカラグア）、アジア地域（カンボジア・

インドネシア・フィリピン・ベトナム・バングラデシュ・イ

エメン）、アフリカ地域（ガーナ・ケニア・ウガンダ）

においてその存在が報告されている 

 

 

児童労働発生の背景 

漁業においても、魚やエビを含む魚介類の捕獲・加

工などにおいて児童労働が発生している。漁業は

移民労働者の従事率が高く、法的地位を欠く移

民労働者は非公式な契約のもとで非正規労働

者として雇用されるため、児童労働や強制労働を

含む違法労働が発生しやすい傾向が指摘されて

いる。また、魚介類の加工作業は子どもにも可能

な低熟練労働であり、保護者の職場に同行した

際に子どもが業務を手伝うことを契機に児童労働

へつながるケースも確認されている565758。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童労働の概要・特徴 

魚介類のサプライチェーンにおける児童労働は、漁

具（漁船・漁網など）のメンテナンス、魚・エビなど

の捕獲や一次加工（エビの選別、皮むき、乾燥

作業など）、運搬などで発生している。例えば小エ

ビ加工においては、指の小さい子どもの方が大人よ

りも作業に適していると言われることが児童労働を

誘発する一因となっている。また、魚介類の積み降

ろし作業は通常深夜に行われるため、睡眠不足や

不規則な生活が怪我や健康被害を引き起こす危

険性もある。主に 15 歳から 17 歳の子どもがこのよ

うな漁業関連の危険で有害な労働に従事してい

る5960。 
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取り組みの変遷 

海洋管理協議会（Marine Stewardship 

Council：MSC）は、海洋分野のサステナビリティ

推進の中心的存在であり、MSC 認証制度の運

営などを行っている。MSC は、冷凍魚の貿易量で

も世界有数である Unilever と、環境保護団体

WWF が 1997 年に英国で設立した。Unilever

は、自社ビジネスの将来的な成長には水産資源の

サステナビリティが重要と捉え、資源利用の国際ル

ール策定を主導したとされる61。MSC の運営する認

証制度は、持続可能性に関する基準を満たす水

産物製品を認証して MSC 認証ラベルを貼付する

システムである。認証基準は資源環境と業界の動

向に応じて見直されており、近年は労働者の人権

保護の側面も強化されている。2019 年には、

MSC 認証原料を扱う加工・小売事業者などに対

してトレーサビリティ確保を要求する CoC 認証基準

が改定され、強制労働・児童労働のリスクがある

国などの事業者に対して監査実施が義務付けら

れた6263。 

また近年、サプライチェーンにおける奴隷労働の発

覚を契機に企業主導の新たな取り組みも進んでい

る。2014 年 6 月に、英大手メディア The 

Guardian は、タイで奴隷労働により生産されたエ

ビが米国や英国のスーパーマーケットで販売されてい

たと報道した。この調査でエビの製造・販売などに

関わっていたとされたタイ食品大手 Charoen 

Pokphand Foods（CPF）と Costco 

Wholesale らは 2014 年 7 月に Sustainable 

Shrimp Task Force を設立するなどの対応を行っ

た。このタスクフォースは 2016 年 10 月に

Sustainable Seafood Task Force に改名し、創

設以来メンバーは急増している。タスクフォースは、

流通のトレーサビリティ確保を目的としてタイ政府や

企業、NPO・NGO と連携した合同プロジェクトなど

を展開しており、現在同分野で「タイで活動してい

る最も影響力のある多様な連合」とも言われてい

る64。また、2016 年から 2020 年にかけて行われ

た、ILO の「Ship to Shore Rights Thailand」事

業のもとで実施された「Seafood Good Labour 

Practices（GLP）」プログラムでは、雇用主がタイ

の法律や国際労働基準の原則についての認識と

理解を高め、労働基準や労働者の権利保護の遵

守を支援するための労務管理システムを備えること

を目的として実施された。実際にタイにおいて成果

を挙げており、本プログラムのインドネシアなどの他

国への展開も行われている65 66。そうした取り組み

の結果もあり、2024 年に発表された米国労働省

（U.S. Department of Labor：USDOL）のレポ

ートでは、児童労働によって生産された疑いのある 

 

 

産品リストからタイで生産されたエビは削除された
67。 

近年の日本企業の取り組みとしては、自社単体で

は把握が難しい取引先の労働状況などの情報収

集および改善のために、NPO・NGO など外部専

門家と連携して人権デュー・ディリジェンスを行う事

例などが挙げられる68。 
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5）コットン 

 

コットン生産における 

児童労働は、 

主に中南米、アフリカ、 

アジア地域に存在 
 

中南米地域（アルゼンチン・ブラジル）、アフリカ

地域（ベナン・ブルキナファソ・マリ・ザンビア・エジプ

ト）、アジア地域（中国・インド・キルギス・タジキ

スタン・トルクメニスタン・カザフスタン）に加え、ア

ゼルバイジャン・トルコにおいてその存在が報告され

ている 

  

 

児童労働発生の背景 

世界の繊維生産量の約 20％（2023 年推計）

を占めるコットンは、世界約 80 ヵ国において 3.5

億人の雇用を生み出しており、特に発展途上国の

経済発展過程における雇用創出の役割を担って

きた。一方で、コットンは多くの生産者にとって利益

率が低い産品であることも特徴である69 70。気候条

件に大きく影響される生産量の不安定性や国際

綿花価格の下落が、生産者の貧困レベルを高め、

労働者を雇用できない生産者が不足する労働力

を児童労働で補うケースが発生している71。 

また綿花そのものの生産だけではなく、綿花の種子

の生産においても児童労働が多く発生し 

 

 

 

ている点も特筆すべき特徴である。世界最大のコッ

トン栽培面積を誇るインドでは、生産性向上のた

めに 1970 年に世界で初めて開発されたハイブリッ

ド種や、2002 年に Monsanto Company が開発

した遺伝子組み換え型の BT コットンが多く生産さ

れている。ハイブリッド種とは、異なる品種を掛け合

わせることで収量が多く害虫にも強い特性などをも

った生産性の高い品種である。BT コットンはハイブ

リッド種の一種で、特定の害虫に対する殺虫性を

持つ遺伝子が埋め込まれている。これらのハイブリッ

ド・コットンの種子の生産には、手作業での受粉が

必要となる。受粉作業には短期間に集中して多 

 

 

 

 

くの労働力が求められるため、子どもが低賃金労

働者として雇用されやすくなる傾向にある72。 

また、アパレルのサプライチェーンは非常に複雑であ

るため、アパレルブランドが自社のサプライチェーンの

全容を把握・管理できず、無自覚のうちに児童労

働に加担している場合がある73。 

 

児童労働の概要・特徴 

コットンの生産過程は、種まき、灌漑整備、除草

作業、農薬散布、受粉作業、綿花の摘み取り

（収穫）、工場への輸送、繊維（綿）の取り出

しなどに分けられ、児童労働は灌漑整備、除草作

コットン生産における児童労働の分布 

コットンのサプライチェーン 
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業、農薬散布、受粉作業、収穫作業、運搬など

の多くの段階で発生している。これらの作業は子ど

もにとって様々な危険を伴う。重量物の運搬による

筋骨格の損傷、農薬の使用・曝露による中毒や

長期的な健康被害、堅い繊維や葉の取り扱いに

よる怪我、機械・電動車両との接触による怪我、

長時間の日光への暴露による皮膚がん・熱疲労な

どの危険性が指摘されている。2014~15 年の調

査によると、インドの綿花種子農場で働く労働者

のうち、14 歳未満の子どもが約 25％を占めており、

アンドラ・プラデシュ州、テランガナ州、グジャラート州、

タミル・ナードゥ州、カルナータカ州、ラジャスタン州の

工場では、合計約 20 万人の 14 歳未満の子ども

が雇用されていた。また、15 歳から 18 歳までの子

どもに関しては、28 万 1,200 人働いており、この数

は 2006-2007 年調査時の 19 万 450 人からほぼ

半数増加しているという 74。 

 

取り組みの変遷 

世界の持続可能なコットン生産に関しては、フェア

トレードやオーガニックなどの認証制度が中心的な

役割を果たしてきた。社会・環境に配慮して生産さ

れた製品を認証するフェアトレード認証には児童労

働禁止の基準も含まれ、2004 年に国際フェアトレ

ード認証の対象産品にコットンが加わり拡大を続け

てきた。フェアトレード・インターナショナルによると、

2022 年時点で世界のコットン生産の約 60%を占

める APAC 地域の 4 ヵ国（インド、パキスタン、タ

ジキスタン、キルギス）において 16 のフェアトレード

認定綿生産組織が存在し、約 1,600 のコットン小

規模農家が参加している75。さらに 2000 年代後

半になると、オーガニックコットンの認証に関する動

きが進んだ。オーガニックコットンとは、農薬・肥料な

どに関する厳格な基準を守って生産されたコットン

を指し、その代表的な認証機関として Global 

Organic Textile Standard（GOTS）、Organic 

Content Standard（OCS）が存在する。近年で

はオーガニックコットン認証の中に生産者の労働環

境・人権保障・法的順守の条件が加えられる動き

が進んでおり、特に GOTS は労働安全や児童労

働など社会的側面についても先進的な基準を策

定している76。その他にも、生産者や環境への配慮

に関する独自基準に則った生産を推進するベター・

コットン（Better Cotton）も、児童労働防止を

含む労働者保護に取り組んでいる77。 

コットンを主な原材料のひとつとするアパレル業界

全体における人権・労働問題への取り組みは、業

界における複数の人権侵害発覚・報道を契機とし

て加速した。1997 年には米国大手アパレルブラン

ドが生産委託していた東南アジアの工場で劣悪な

環境での児童労働が発覚し、米国 NPO・NGO

などにより同アパレルブランドの社会的責任が問わ

れた。その結果、同ブランド製品の世界的な不買

運動が起こり、同社は 5 年間で 1.4 兆円の売り

上げを失ったと試算されている78。また 2013 年に

は、バングラデシュでラナ・プラザ倒壊事故が発生し

世界的な注目が集まった。これはバングラデシュの

首都ダッカ近郊にある商業ビル「ラナ・プラザ」が崩

壊し、1,127 人が死亡した事故である。同ビルには

大手ファストファッションブランドの工場が多く入って

おり、製品増産を最優先とした経営で労働者の安

全管理を怠っていたことが事故の原因とされ、同事

故の被害者には当時 10 代の児童労働者も含ま

れていた。史上最悪の惨事としてファッション業界

の深刻な労働問題の象徴となった同事故により、

アパレル業界全体を通した人権・労働問題に注目

が集まり、業界のサプライチェーン全体の人権対応

を促す契機となった79。 

また NPO・NGO などが実施したキャンペーンも、ア

パレル業界の人権対応促進に大きく貢献してき

た。1989 年に結成されたネットワークである Clean 

Clothes Campaign（CCC）は、欧州 12 ヵ国の

縫製産業の労働組合と NPO・NGO が連携し、

途上国における労働条件改善を目指して企業や

消費者に衣料業界の実態を伝える活動などを行

っている。CCC は Follow the Thread Campaign

と称して各有名ブランドに対し Transparency 

Pledge（透明性に向けた誓約）に合意すること

を求め、同キャンペーンに 7 万もの署名が集まったこ

とも受けて複数のブランドがこれに合意した80。企業

の動きとしては、コットン農園や縫製工場を含むサ

プライチェーン全体を通した人権デュー・ディリジェンス

に多くの企業が着手していることなどが挙げられる。

この動きを加速させるため、経済協力開発機構

（Organisation for Economic Co-operation 

and Development：OECD）は 2018 年に「衣

類・履物セクターにおける責任あるサプライチェーンに

関する OECD デュー・ディリジェンス・ガイダンス」を発

行し、日本国内では経済産業省が繊維産業の社

会・人権面の対応強化を目的とした監査要求事

項・評価基準「Japanese Audit Standard for 

Textile Industry（JASTI）を 2025 年に策定した
81。 

長年にわたり児童労働が深刻だと指摘されていた

ウズベキスタンでは、2016 年から 2020 年にかけて

「社会的・環境的財政的に持続可能な綿花バリ

ューチェーンプログラム」が実施された。本プロジェクト

は、持続可能な綿花セクター改革のための能力構

築、労働および持続可能性面のモニタリング、フィ

ードバックメカニズムの構築、という抜本的な制度

構築を含む改革を伴う内容であり、その結果、ウズ

ベキスタンでは 2021 年の綿花収穫期における児

童労働が撤廃されたと ILO が発表した。また、労

働者の権利に関する理解・認識が向上したことで

労働条件の改善にも貢献したとされている。これに

よって、ウズベキスタンの綿花産業に対する国際的

な評価も改善され、輸出制限の解除や国際ブラン

ドとの連携が進展した8283。 

米国では、2022 年 6 月 21 日より「ウイグル強制

労働防止法（UFLPA）」が施行され、中国新疆

ウイグル自治区で生産されたコットンなどを含む商

品について、強制労働との関連が疑われる場合、

米国税関当局が輸入を差し止めや押収できる権

限が強化された。主な目的は、強制労働を排除

するためのサプライチェーン全体の透明性確保と、

企業による証明責任の徹底にある。具体的には、

米国向けに製品を輸出する国内外のファッションブ

ランドなどに対し、原材料の調達先や証明書類の

提出が求められ、証明が不十分な場合は最大

25 万ドルの罰金が科される可能性がある84 85。 
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6）金 

金採掘における 

児童労働は、 

主に中南米、アフリカ、

アジアに存在 
 

中南米地域（ボリビア・コロンビア・エクアドル・ニカ

ラグア・ペルー・スリナム・ベネズエラ）、アフリカ地

域（カメルーン・タンザニア・ウガンダ・コンゴ民主共

和国・エチオピア・ガーナ・ギニア・ケニア・ジンバブエ・

マリ・ニジェール・ナイジェリア・セネガル・スーダン・ブ

ルキナファソ・中央アフリカ共和国）、アジア地域

（インドネシア・モンゴル・フィリピン）においてその

存在が報告されている 

 

 

児童労働発生の背景 

金採掘における児童労働は主にアフリカ地域で発

生している。特にアフリカのサハラ砂漠南縁に広が

るサヘル地域で、鉱山における世界の児童労働の

約 4 分の 1 が発生していると言われ、うち約 70％

が 15 歳未満による労働である。この地域では

1970 年代と 1980 年代に起きた深刻な干ばつに

より農地の砂漠化や農業生産性の低下が引き起

こされ、地域住民の貧困化や難民化が進んだ。そ

れにより以前は家族や地域コミュニティによって保護

されていた子ども達が不足する家計収入を補うた 

 

 

 

 

 

めの労働力とみなされ、鉱山での児童労働を誘発

している。また、鉱石の運搬や処理などの子どもで 

も実施可能な作業の存在も児童労働発生につな

がっている86。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童労働の概要・特徴 

一般的に金鉱山では、地上と地下の両方で児童

労働が発生している。採掘、鉱石の収集、鉱石の

洗浄場所への運搬、鉱石の洗浄、水銀を使用し

た精錬作業などに、主に 10 歳から 18 歳までの子

ども達が従事している。作業に際する粉塵や化学

物質への暴露は、子ども達に深刻な呼吸器疾患

や頭痛、聴力・視力の低下、皮膚・筋肉・関節の

疾患や障害をもたらす危険性がある。また、水銀を 

用いた作業は特に危険であり、中枢神経系などに

害を及ぼし、脳障害を含む長期的な健康被害を

発生させている87。  

金採掘における児童労働の分布 

金のサプライチェーン 
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取り組みの変遷 

金は紛争鉱物と呼ばれ、労働・人権侵害との深

い関わりがある。紛争鉱物とは、コンゴ民主共和

国およびコンゴ民主共和国に隣接する国々で採掘

される、スズ（Tin）、タンタル（Tantalum）、タ

ングステン（Tungsten）、そして金（Gold）の 4

種の鉱物のことであり、英語の頭文字をとって“3TG”

とも呼ばれる。紛争鉱物と呼ばれる所以は、これら

鉱物の売却資金が紛争当事者の資金源となって

おり結果的に紛争を助長させていることにあり、紛

争は児童労働や強制労働をはじめとする著しい人

権侵害や環境破壊を引き起こすことからも国際的

に強く問題視されている88。これら 3TG は、現在携

帯電話やパソコンなどの電子部品素材などとして

目に見えない形で身の回り品に含まれている。

2000 年代の国際的な紛争鉱物への問題意識の

高まりを踏まえ、2009 年に国連安全保障理事会

の要請を受けて OECD が「紛争・高リスク地域産

鉱物サプライチェーン・デュー・ディリジェンス・ガイダン

ス（以下 OECD 紛争鉱物ガイダンス）」を策定し

た。同ガイダンスは、紛争地域の 3TG を供給・利

用するすべての企業を対象としてサプライチェーンに

おいて遵守すべき項目を整理しており、対応すべき

リスクとして最悪の形態の児童労働にも言及して

いる。さらに 2011 年に OECD 理事会は、OECD

加盟国・非加盟国双方に同ガイダンスに基づく法

整備の推進を求める勧告決議を採択した。世界

初の紛争鉱物に関する大型の法規制は、2010

年に米国で成立した「金融規制改革法（ドッド・

フランク法）1502 条」である。同法は米国における

上場企業（SEC 登録企業）に対して、製品機能

または製造に紛争鉱物を必要とする場合に、サプ

ライチェーンのデュー・ディリジェンスや情報開示の実

施を求めている。またデュー・ディリジェンス実施に際

しては、前述の OECD 紛争鉱物ガイダンスを参考

とすること推奨している。これに続く形で、EU におい

ても 2017 年に紛争鉱物規制が採択された。同規

制は 3TG を EU 域内へ輸入する企業を対象として

おり、2021 年 1 月から児童労働を含む人権リスク

などに関するサプライチェーンのデュー・ディリジェンス

実施が必須となった89909192。 

直近の取り組みとしては ILO が主導する ACCEL 

Africa プロジェクト（第一フェーズが 2018 年 11

月～2023 年 6 月、第二フェーズが 2023 年 7 月

から展開）が実行されており、マリ共和国カイ地域

の小規模および零細金採掘現場における児童労

働の撤廃に取り組んでいる。本プロジェクトは、金

採掘者の協同組合の組織化と経営ツールの導入

を通じて、協同組合の機能強化を図ることを目的

としている。また、プロジェクトは地域社会の関与や

パートナーシップの構築を重視し、地方自治体、民 

 

間企業、労働者団体と連携して、児童労働の予

防と保護体制の強化に取り組んでおり、現場で

は、地域レベルの協議の枠組みや市町村レベルの

監視委員会が設置され、地域の関係者がプロジェ

クトの実施に積極的に関与している。今後も

ACCEL Africa プロジェクトは、金採掘協同組合の

自律的な児童労働撤廃能力の強化と、持続的

なパートナーシップによる地域経済・社会の発展、

子どもたちへの教育と職業機会の提供を目指して

活動を継続していく予定である93。 

近年の企業における取り組みとしては、エレクトロニ

クス企業が携帯電話の電子回路に含まれる金に

対して国際フェアトレード認証を取得するなど、人

権・環境への配慮を付加価値とした電子機器の

製造・販売の事例が挙げられる94。 
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7）コバルトなどの鉱物 

コバルトなどの重要 

鉱物の採掘における 

児童労働は、主に 

アフリカ地域に存在 
 

ザンビア、ジンバブエ、ボリビア、インドネシア、コンゴ

民主共和国においてその存在が報告されている  

 

 

 

 

児童労働発生の背景 

世界の総コバルト供給量の半数以上はコンゴ民主

共和国から産出される。同国では 1990 年代の国

営最大の鉱山企業の倒産後、2002 年に鉱業部

門の復活と外国投資誘致を目的として新たな鉱

業法が発表された。同法によって採掘可能な地域

は一部の認可地域に限られたために多くの労働者

が作業場を追われ、規制による監視の目が届かな

い地域における違法採掘に従事することとなった。

非認可の採掘現場では違法労働への対応も難し

く、児童労働の発生リスクが高まっている95。また、

2024 年に発表された米国労働省（U.S. 

Department of Labor：USDOL）の推計には、

コバルト以外にも銅やリチウム、マンガンスなどを含

む 7 つの重要鉱物が児童労働リスクのある鉱物と

して挙げられている。これらの鉱物は、風力発電の

風力タービンや太陽光パネル、電気自動車の蓄電

池など、グリーンエネルギー技術の開発に使われる

など、最先端コンピューティングにおいても必要不可

欠な産品である。持続可能な社会の実現に向け

て、気候変動に対応するためのエネルギー転換やイ

ノベーションが進展する一方で、その原料の調達自

体も持続可能なものとなるよう注視しなければなら

ない。 

 

児童労働の概要・特徴 

コンゴ民主共和国南部では、地下深くにあるトンネ

ルから手作業でコバルト鉱石を抽出する。子ども達

は主に採掘、採掘の過程で廃棄された石の中から

鉱石を拾い集め、洗浄し、取引可能なものを選別

する役割を担う。わずか 7 歳の子どもも作業に従

事していることも報告されている。コバルトに関わる

作業は危険性が高く、コバルトへの継続的接触は

皮膚炎を発症させるほか、コバルトの粉塵は呼吸

器過敏症・喘息・息切れ・肺機能の低下の原因と

なり、さらに粉塵の慢性的吸引により深刻な肺疾

患を招く可能性がある。2021 年の Save the 

Children と The Centre for Child Rights and 

Business の共同調査では、DRC のコバルト手掘

り・小規模採掘（ASM）コミュニティの子どもの 6

人に 1 人が児童労働に従事しているとの報告があ

る96。 

  

コバルト採掘における児童労働の分布 

コバルトのサプライチェーン 
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取り組みの変遷 

コバルト鉱山における人権侵害は、2000 年代から

徐々に問題視されるようになった。コバルトは「米ド

ッド・フランク法」（詳細は金の取り組みの変遷に

掲載）が規定する「紛争鉱物」には該当しない一

方、児童労働と労働搾取が問題視されている。

2016 年から 2017 年にかけて人権団体アムネステ

ィ・インターナショナルは 2 つの報告書によってコバル

ト採掘における児童労働の実態や企業の対応を

明らかにした。2016 年発表の「This is what we 

die for」にて、コバルト採掘における児童労働に直

接・間接的に関与している企業を名指しで指摘

し、続く「Time to recharge」（2017 年）ではそ

の後の企業の対応状況に言及している。これらの

発表を受けた社会的危機感の高まりにより、コバ

ルトに関する規制や企業の取り組みが一気に加速

した。コバルト産業の人権保護の規制整備は、従

来鉱業分野における人権関連の取り組みの中心

であった金などの紛争鉱物への対応を拡張する流

れの中で進み、紛争鉱物関連の組織の名称や対

象範囲の拡大も進んだ。2017 年には「電子産業

市民連合（Electronic Industry Citizenship 

Coalition：EICC）」が名称を「責任ある企業連

盟（Responsible Business Alliance：RBA）」

に変更し、それまで中心であった電子産業から加

盟業界を拡大し、製造業を中心として、鉱物を含

む倫理的なサプライチェーン構築のための「RBA 行

動規範」を策定している97。また、業界を主導する

取り組みであった「紛争フリー製錬所プログラム

（Conflict-Free Smelter Program：CFSP）」

も「責任ある鉱物保証プログラム（Responsible 

Minerals Assurance Process：RMAP）」に名

称変更し、企業が鉱物を調達する際に紛争以外

のリスクも包含する監査基準となった98。また「紛争

フリー製錬所イニシアティブ（Conflict Free 

Sourcing Initiative：CFSI）」は「責任ある鉱物

イニシアティブ（Responsible Minerals 

Initiative：RMI）」に名称変更した。対象領域を

3TG から世界中の鉱物へ拡大し、製錬所の特定

を促すコバルト調査帳票（Cobalt Reporting 

Template）も開発した99。またレアメタルの権益強

化に力を入れる中国では、コバルト生産においても

世界シェア約 35％を中国資本企業が握っている

情勢を受け、中国商務部直属の中国五鉱化工

進出口商会（China Chamber of Commerce 

of Metals Minerals & Chemicals Importers & 

Exporters：CCCMC）が 2015 年に「鉱物の責

任あるサプライチェーンのための中国のデュー・ディリ

ジェンス・ガイドライン（CCCMC ガイドライン）」を

策定した。さらに CCCMC は OECD の協力を得て

「責任あるコバルトイニシアティブ（Responsible  

 

Cobalt Initiative：RCI）」を設立した100101102。

2023 年には、企業がデュー・ディリジェンスパフォーマ

ンスのギャップを特定し、国際的な要件を満たすた

めの是正措置を実施できるように支援する「鉱物

サプライチェーンデュー・ディリジェンス評価プログラム」

も開始している103。 

企業における取り組みとしては、ブロックチェーンを活

用して採掘現場からメーカーまで採掘・加工データを

記録し、サプライチェーンの可視化・第三者チェック

可能とする事例などが挙げられる104。2017 年の世

界経済フォーラムのもとで、2030 年までに持続可

能なバッテリーサプライチェーンを構築することを目的

として結成された Global Battery Alliance

（GBA）では、バッテリーに関する製造、使用、リ

サイクルの記録をデジタル記録で紐づける仕組みで

ある「バッテリーパスポート」の概念が構想され、実証

実験などが推進されてきた。GBA が発表した実証

実験では、バッテリーパスポートにはバッテリーの原産

地やカーボンフットプリントなどのほかに、児童労働

や人権パフォーマンスなどに関するデータが記録され

ている。 

また、2023 年には、日米間で「日米重要鉱物サ

プライチェーン強化協定」が署名された。これは電気

自動車のバッテリーの大幅な需要拡大が見込まれ

る中、その生産に不可欠な重要鉱物の安定調達

を確保することが喫緊の課題となっていることを踏ま

え、重要鉱物の持続可能で衡平なサプライチェーン

の確保に向けた協力の強化を通じて、米国のイン

フレ削減法の目的達成に資するとともに、日米、

更には諸外国との連携による強靱なサプライチェー

ンの構築を目指すものである。児童労働に関して

は、全部もしくは一部が児童の強制労働を含む強

制労働によって抽出された資源の輸入を禁止する

方向性も確認された105。 
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このように、児童労働によって生産されている産品そのものだけでなく、それ

らをサプライチェーン上で原材料として使用する製品に対する目線が必要に

なる。近年では、コバルトフリー電池（レアメタルであるコバルトを使わないリ

チウムイオン電池）の開発も注目を集めている。コバルトの採掘には環境

汚染の弊害があるほか、先述のように児童労働、強制労働リスクが発生

しており、コバルトフリー電池はそういった環境・人権リスクに対応した製品と

して、企業の SDGs 上の取り組みとしても意味を果たすものである。また、

金融機関が投融資の参考とする ESG Index などにおいてもサプライチェー

ン上における人権リスクがないことを基準として含むものもあり、投資家が

企業に対するアクションを求める動きも見られる。児童労働は生産地だけ

の問題ではない。サプライチェーンの中流・下流で製品を作る企業も積極的

に児童労働リスクのない原料を調達するなどして、サプライチェーン上のステ

ークホルダーが一体となり、サプライチェーンそのものから児童労働を撤廃する

ための相関的な取り組みを推進していくことが必要である。 

米国労働省の発表する「List of Goods Produced by Child Labor or 

Forced Labor」では、児童労働および強制労働で生産された産品のリス

トが公開されている。2022 年以降の発表では、児童労働または強制労

働によって生産された投入物で作られたサプライチェーンの下流製品もリスト

の中に含まれている。2024 年に発表された同レポートでは、児童労働や強

制労働によって生産され、最終的に下流の最終製品に使用される 10 の

投入品を発表している。中国産のアルミニウム、ガーナ・コートジボワール産の

カカオ、フィリピン産のココナッツ、ドミニカ共和国産のサトウキビ、コンゴ民主

共和国産の銅鉱石などが含まれており、それらの投入品を使用する下流

製品が特定されている。特に、オランダ産のチョコレートは児童労働や強制

労働で生産されていると報告されているほか、コンゴ民主共和国産のコバ

ルトを使って作られる中国産のリチウムイオン電池、インドネシア産のパーム

フルーツを使って作られるマレーシアおよびインドネシア産のパーム油も児童労

働によって生産された産品を含む下流製品としてリストに挙げられている。 

コラム）その他の業界・産品における児童労働 

 
本稿で取り上げた 7 産品以外の業界・産品においても 

児童労働は発生しており、対応が進められている 

児童労働が問題視されて対応が進んでいる業界は、上記で紹介した 7 産品に限らない。 

米国労働省によると 2024 年 9 月 5 日時点で、児童労働または強制労働によって生産された商品は、82 ヵ国 204 の産品にも及んでいる106。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

児童労働または強制労働により生産された産品数 
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米国労働省（USDOL）「児童労働により生産された産品リスト（2024）」 

レンガ、カーペット、石炭、ケシの花、塩、ダイヤモンド、綿（コットン）、ニンニク、衣類、ブドウ、オリーブ、イチゴ、タバコ、トマト、マテ茶（刺激性

植物）、ビディ（手巻きタバコ）、干し魚、履物、家具（鋼製）、ガラス、ジュート（繊維）、革（レザー）、マッチ、家禽（鳥類）、エビ、石

鹸、繊維製品、バナナ、柑橘類、サトウキビ、花崗岩（砕石）、ブラジルナッツ/栗、牛（家畜）、コカ（刺激性植物）、トウモロコシ、金（ゴー

ルド）、鉛（リード）、銀（シルバー）、スズ、亜鉛（ジンク）、アサイーベリー、牛肉、カシューナッツ、陶器、木炭、カカオ、コーヒー、魚、豚（家

畜）、キャッサバ/マニオク、パイナップル、米（ライス）、羊、サイザル麻、花崗岩、竹（バンブー）、豆（緑豆、大豆、黄豆）、翡翠（ジェイ

ド）、ゴム（ラバー）、ルビー、チーク材、アルコール飲料、牛類、肉類、木材（ティンバー）、電子機器、花火、おもちゃ、レンガ（粘土製）、エメ

ラルド、果物（ナシ類と核果類）、ポルノグラフィー、コバルト鉱石（ヘテロジナイト）、銅鉱石、タンタル鉱石（コルタン）、スズ鉱石（カッシテ

ライト）、タングステン鉱石（ウルフラマイト）、焼き菓子、花、石（石灰岩）、穀物、貝類、カート（刺激性植物）、織物（手織り）、ティラ

ピア（魚）、ブロッコリー、砂利（砕石）、ロブスター、メロン、真鍮製品、綿実（ハイブリッド）、装飾された織物、宝石、ガラス製ブレスレット、

お香（アグバッティ）、革製品/アクセサリー、鍵（ロック）、雲母（マイカ）、回収された金属（電子廃棄物）、砂岩、絹布（シルクファブリッ

ク）、絹糸（シルクスレッド）、サッカーボール、石、糸/ヤーン、履物（サンダル）、ヤシの実果実、カート/ミラ（刺激性植物）、砂、お茶、ジャ

ガイモ、サファイア、バニラ、ヤギ、豆（インゲン豆）、唐辛子、キュウリ、ナス（茄子）、タマネギ、石（軽石）、石膏（鉱物）、トロナ（鉱

物）、乳製品、家具、外科用器具、豆類、キャベツ、ニンジン、レタス、ピーナッツ、ピーマン、ゴマ、サツマイモ、ココナッツ、ファッションアクセサリー、

爆竹/花火、クローブ、ナイルパーチ（魚）、タンザナイト（宝石）、クミン、ヘーゼルナッツ、豆類（マメ科植物）、テンサイ（砂糖大根）、琥

珀、コショウ、マンガン、リチウム 
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第 3 節 先進国における児童労働 

1）先進国における児童労働の特徴 

 

 

児童労働が多く存在しているのは低・中所得国で

あるが、日本を含む高所得国においても児童労働

は発生しており、その数は約 146 万人にも上る
107。高所得国における児童労働の形態は、比較

的年齢が高い子どもによる危険で有害な労働が

約 120 万人を占めており圧倒的である108。児童

労働は、家庭やコミュニティの貧困や社会的排除

などを要因として発生しており、低所得国に限って

存在する課題ではない。子ども（17 歳以下）の

9 人に 1 人が相対的貧困状態にある日本にとって

も他人事ではいられない109 。 

次項では、欧米および日本における児童労働の実

態を解説する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2）欧米および日本における児童労働の特徴 

欧米諸国における児童労働 

欧米諸国における児童労働は、農業やサービス業

における労働、小規模製造工場での労働、路上

での物売りなどその形態は多岐にわたる。 

米国国内では近年、人手不足の深刻化や複数

の州で未成年労働者の就労に関する規制が緩和

されたことなどから児童労働数が増加傾向にあり、

特に移民労働者の子ども達の脆弱性が指摘され

ている。米国労働省によると 2014 年度に約

1,100 人だった米国内の児童労働数は 2024 年

度には約 4,000 人と 4 倍近くに増え、児童労働

に関連した民事訴訟による罰金の総額は年間

1500 万ドルを超えている110。 

EU 諸国では、2010 年以降の経済低迷による緊

縮財政政策の展開から、社会保障予算の大幅な

削減につながり、その結果、各家庭の経済状況が

困窮化し、イタリアやポルトガル、英国などにおける

児童労働リスクの拡大が指摘された。その後、社

会政策の一部改善などで子どもをめぐる環境は改

善傾向に転じたが、依然路上での物売りや農作

業などの隠れた児童労働が報告されている111。 

日本における児童労働 

日本国内における児童労働としては、サービス業、

小売業および建設業における深夜労働や危険有

害労働が報告されている。また米国国務省が毎年

発行するレポート112では、日本におけるパパ活や援

助交際、JK ビジネス、アダルトビデオへの出演強要

などの子どもに対する商業的性的搾取の存在が

過去数年に渡って指摘され続けている113。加えて、

近年では、簡易なアルバイトを装って詐欺や強盗

などの犯罪行為に加担させる「闇バイト」に未成年

者が巻き込まれる事案が増えており114、国内での

事例のみならず、2025 年には闇バイトに加担させ

られていたとされる日本の高校生が海外で拘束さ

れた事案も発覚した。「闇バイト」は第 1 章第 1 節

で紹介した「最悪の形態の児童労働」に該当する

ものであり、日本政府も対策を強化している。ま

た、大人に代わり子どもが家事や家族の世話など

を日常的に行う「ヤングケアラー」の問題も指摘され

ている。「ヤングケアラー」が担う「無給の家事労働」

は児童労働の対象になり得るものであり、小学 6

年生から中学 2 年生までの少なくとも 3 万人が該

当するとの推計が出ている115。 

厚生労働省の労働基準監督年報によると、年少

者に関する労働基準法関連違反をした国内の事

業所は、2023 年度において 148 カ所であった。違

反件数全体に占める割合が最も高いのは深夜業

や労働時間に関する違反であり、飲食業と小売

業において多く発生した。危険有害労働などの就

業制限違反はすべて建設業で発生し、最低年齢

に関する違反でも建設業と小売業が多くを占めた
116。近年も国内で児童労働による死亡事故など

の事案が発生しており、企業は国内の労働管理に

ついても充分に注意する必要がある。実際に摘

発・告発された児童労働の国内具体事例の一部

を次ページに整理する。 

日本では、2023 年にこども家庭庁が設置され、幼

児期までのこどもの健やかな成長に向けた子育て

支援や環境づくりに関する施策を一元的に推進し

ている。「こども政策の司令塔」が確立したことを踏

まえ、日本政府による児童労働の撤廃に向けた取

り組みの一層の強化も期待される。

  

  

児童労働に従事する子どもの国カテゴリ別割合 
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日本における児童労働の統計及び事例

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童労働 国内具体事例 

年少者に関する労働基準法関連違反の状況（2023 年） 
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第 2 章 ビジネスと児童労働 

第 1 節 ビジネスと人権に関する議論の潮流 

1）ビジネスと人権に関する国際的なルール形成の動向 
 

2011 年の国連指導原則の採択を経て、国際的なフレームワーク整備や 

欧米を中心とするビジネスと人権の取り組みの義務化・ルール化が進展。 

日本においてもガイドライン策定などが進む 

 

 

第 2 次世界大戦後、国連総会で採択された「世界人権宣言」（1948 年）

をはじめとする国際的な枠組みの整備により、国家が人権を擁護する制度の

設計が進められた。一方で、戦後復興を経て急成長を遂げた民間セクターが

環境や人権にもたらす影響もまた急速に拡大していた。経済活動のグローバル

化は生活の利便性や物質的豊かさをもたらしたものの、企業を過酷な国際競

争に晒し、各社が利益を追求した結果コンプライアンス（法令遵守）や環境、

そして人権が軽視され様々な問題が引き起こされていた。1990 年代に市民社

会が展開した人権擁護運動の中では、企業による人権侵害が大きく批判さ

れることとなる。 

こうした流れを受け、1998 年に「労働における基本的原則および権利に関す

る ILO 宣言」が採択され、2000 年には「国連グローバル・コンパクト」が発足す

るなど、企業に対して人権の尊重が求められるようになった。また、ビジネスと人

権に関する民間規格の整備も進められ、人権・労働分野の国際規格

「SA8000」（1997 年）や、「ISO26000（社会的責任に関する手引）」

（2010 年）が策定された。さらに 2011 年に OECD が改訂版「多国籍企業

行動指針」を策定するなど、ビジネスと人権に関する国際的なフレームワークの

整備が急速に進んだ。その集大成の一つとして、2011 年に国連総会にて「国

連ビジネスと人権に関する指導原則（United Nations Guiding Principles 

on Business and Human Rights ：UNGPs）」（以下「指導原則」）が採

択され、現在最も重要な国際的枠組みの一つとなっている。指導原則は、

「人権を保護する国家の義務」に並んで「人権を尊重する企業の責任」を定

義して企業の役割を強調するとともに、企業は自社が直接引き起こした人権

侵害のみならず、自社が間接的に助長したり関係した人権侵害についても対

応すべきと明言した。指導原則のもとでは、「ビジネスと人権に関する国別行

ビジネスと人権に関するルール形成の国際潮流 
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動計画（National Action Plan：NAP）」を策定することが各国に対して奨

励されており、既に 35 ヵ国が NAP を策定している（2025 年 9 月時点）117 。 

2015 年に採択された持続可能な開発のための 2030 アジェンダの本文におい

ても指導原則は言及されている。SDGs では具体的な目標のターゲット 8.7 に

おいて 2025 年までにあらゆる形態の児童労働を撤廃すると掲げていたが、この

目標の達成は絶望的とされる。 

児童労働の撤廃を含むビジネスと人権の取り組み強化に向けては、引き続き、

様々なルールの整備・検討が進められている。 

ISO では、企業が児童労働を含む現代奴隷に関するリスクを適切に管理する

ための国際的な指針として「ISO 37200 - 現代奴隷リスクマネジメント：人身

売買、強制労働を予防、特定、及び対応するためのガイドライン」の開発が進

められている。 

また、指導原則の浸透とその後のビジネスと人権に関する社会的関心の高ま

りを受けて、2010 年代以降欧米を中心に企業の人権対応を義務化する法

制度の整備も進められている。具体的には、児童労働を含む人権侵害を防

止・是正するための人権デュー・ディリジェンス（人権への負の影響を回避・緩

和するために影響を評価し、防止・是正するプロセス）の実施を、法的拘束

力を伴って促進する法令やサステナビリティに関する情報開示を義務化する法

令の策定の動きが拡大している。急速に進む複雑な法制度の整備に対しては、

2024 年後半頃から一部で制度設計の見直しや導入時期の先送りといった

動きも見られるものの、企業に対する人権尊重の要請という大きな潮流は揺

らぐことなく、引き続き前進を続けている。 

 

詳しくは、「2) ビジネスと人権に関する主要なルール」にて解説する。



第 2 章 ビジネスと児童労働 

第 1 節 ビジネスと人権に関する議論の潮流 

37 
 

2）ビジネスと人権に関する主要なルール 

人権デュー・ディリジェンスの義務化は、2012 年に「カリフォルニア州サプライチェ

ーン透明法」の策定から始まった。次いで、2015 年には「英国現代奴隷法」が

施行された。英国現代奴隷法では、英国で一定規模以上の売上のある企

業に対して適用されたことから、ビジネスと人権に関する企業の取り組みを後

押しする大きなきっかけとなった。その後、2017 年に「フランス企業注意義務

法」、2019 年に「オーストラリア現代奴隷法」が施行、同年に「オランダ児童労

働人権デュー・ディリジェンス法」が公布、2023 年に「ドイツサプライチェーンデュ

ー・ディリジェンス法」が施行されるなど、欧州を中心にその動きは拡大してきた。

このような動きも踏まえ、EU は 2023 年に企業サステナビリティ報告指令

（CSRD）や 2024 年に企 業 持続可能 性 デュー・ディリジェ ン ス 指令

（CSDDD）を発効するなど、EU 全域で共通的なルールのもと、サステナビリ

ティに関する情報開示や人権・環境デュー・ディリジェンスを企業に義務付ける

ルールを相次いで整備した。

一方アジア地域においては、韓国、タイ、日本などがビジネスと人権の取り組

みをけん引してきた。韓国では、2025 年 6 月に「持続可能な事業経営のため

の人権及び環境保護法案」の修正案が提出された。同法案が成立すればア

ジアで初めて人権・環境デュー・ディリジェンスを企業に義務付ける法律となる
118 。タイでは、2019 年にアジアで初めて「ビジネスと人権に関する国別行動計

画（NAP）」を公表した。また、2025 年 7 月には、タイの法務省が人権・環

境デュー・ディリジェンスを企業に義務付ける法案の準備をしていることも報じら

れ、人権・環境デュー・ディリジェンスのルール化の検討が進められている。日本

では、2020 年 10 月に「ビジネスと人権に関する国別行動計画（NAP）」を

発表しており、これはタイに次ぐアジア地域で 2 番目の公表となった。 

その他にも法令を通じた企業への人権対応の義務付けやガイドラインによる取

り組みの奨励など、各国・地域によって様々な方法でビジネスと人権の取り組

みは推進されている。 

 

次ページ以降では、特に先進的に取り組みを進める EU と米国に加え、日本

でのルール動向を解説する。

 

 

 

 

 

  

各国・地域におけるビジネスと人権に関する主要なルール 
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日本におけるルール 

 

 

日本は企業向けガイドラインや手引きなど 

法的拘束力を伴わずに、ビジネスと人権の 

取り組みを推進。サステナビリティ情報開示で

はプライム上場企業への義務化が検討 

 
日本では、他の先進国と比べると出遅れたものの、2020 年 10 月に政府が日

本で初めてとなる「ビジネスと人権に関する国別行動計画（NAP）」を発表

した。2020 年に策定された NAP の期間は 2025 年までの 5 年間であるため、

政府では次期 NAP の策定を進めている。 

また、2022 年、企業による人権尊重の取り組みをさらに促進することを目的

に、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」を策定、

2023 年 4 月には主に企業の実務担当者に対して人権尊重の取り組みの内

容をより具体的かつ実務的な形で示した「責任あるサプライチェーン等における

人権尊重のための実務参照資料」を公表した。 

加えて、2023 年 4 月、政府は、公共調達において、入札する企業に対して人

権尊重の確保に努めることを要請する方針を決定した。公共調達の入札希

望者や契約者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイ

ドライン」に沿って人権尊重に取り組むことが求められる。 

 

また、業界毎のビジネスと人権の取り組みを促進する動きも進展している。例

えば、農林水産省では 2023 年 12 月、食品企業の人権尊重の取り組みを

後押しするため、「食品企業向け人権尊重の取り組みのための手引き」を公

表したほか、経済産業省では 2025 年 3 月に繊維産業における監査に関する

要求事項や評価基準を定めた「Japanese Audit Standard for Textile 

Industry（JASTI）」を策定し、実際に繊維産業の企業に対し JASTI に基づ

く監査を実施している。 

 

経済産業省から ILO への拠出事業では、ILO・日本貿易振興機構（ジェト

ロ）が「責任ある企業行動と人権デューディリジェンス：日本企業のグッドプラ

クティス」を公表した。バングラデシュ、カンボジア、ベトナムに活動拠点や取引

先を持つ繊維・アパレル、電気・電子機器などの日本企業の取り組みを対象

とし、「責任ある企業行動のための OECD デュー・ディリジェンス・ガイダンス」に

基づき、企業が人権デュー・ディリジェンスに取り組むためのポイントを、具体的

な事例を交えて紹介している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、2024 年度から、企業の人権尊重の取り組みを評価するためのマネジ

メントシステム認証制度に関する検討を行っている。国際社会で高まる人権

尊重への要請に日本企業が応えることを後押しし、人権尊重の取り組みを適

切に実施している企業を可視化していくことが主な目的だ。国際標準にも則っ

た認証制度を導入することで、認証を取得した企業の信頼を高め、国内外で

の企業の競争力が維持・向上することも期待される119。 

 

人権を含むサステナビリティに関する情報開示の検討も、2023 年以降、進展

している。2023 年 6 月にサステナビリティ開示の国際標準として、 IFRS

（ International Financial Reporting Standards ） 財 団 傘 下 の ISSB

（International Sustainability Standards Board）が ISSB 基準を公表し

た。日本では、この ISSB 基準を参考とする日本版のサステナビリティ開示基準

（SSBJ 基準）の開発が進められ、2025 年 3 月に公表された。金融庁は、

プライム上場企業を対象に SSBJ 基準に則ったサステナビリティ開示を段階的

に義務付ける方針で、具体的には 2027 年以降に時価総額 3 兆円以上の

企業から順次同基準に基づく開示を求めることを検討している。 
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EU におけるルール 

 

 

EU は人権・環境デュー・ディリジェンスや 

サステナビリティ開示の義務化を強力に推進。 

一方で、産業界などを中心に規制の 

簡素化・合理化を求める動きも 

 
EU では、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」や各国政府による NAP、

ガイドラインなど、強制力のないルールや枠組みに加え、法的拘束力を持つ規

制も相次いで導入され、サステナビリティに配慮した企業活動が強力に推進さ

れている。ここでは、主要な規制として企業サステナビリティ報告指令

（CSRD120）、企業持続可能性デュー・ディリジェンス指令（CSDDD121）及

び強制労働製品禁止規則122を解説する。 

なお、2025 年初頭以降、CSRD や CSDDD などの適用時期や義務の見直

しを行うオムニバス法案123124も議論がされている。これは、EU のサステナビリティ

関連規制の複雑さや厳しさ、適用開始までの短さなどから、産業界を中心に

EU 域内企業の産業競争力の低下を懸念する声が相次いだことを踏まえ、規

制を緩和・合理化することが目的だ。こうした揺り戻しはあるものの、法的拘束

力のあるルールを導入し、サステナビリティに配慮した企業活動を推進するとい

う大きな方向性は変わらずに進んでいくと考えられる。 

 

企業サステナビリティ報告指令（CSRD） 

CSRD は、一定規模以上の欧州域内の企業及び欧州において一定規模以

上の売上げなどがある欧州域外の企業に対して、企業にとって「重要」なサス

テナビリティ関連事項の情報開示を義務付ける。ここで企業にとっての「重要」

なサステナビリティ関連事項とは、財務上のリスク・機会に加え、社会・環境に

対する企業の影響を考慮する、「ダブルマテリアリティ」の考え方が採用されて

いる。本指令は 2023 年に発効され、2024 年から順次適用が開始されてい

る。 

なお、2025 年以降適用が開始される予定であった企業については、前述の

「オムニバス法案」により、2 年間適用開始の時期が延長された。また、適用

対象企業についても、従業員の規模や売上高の基準を引き上げることが検

討されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業持続可能性デュー・ディリジェンス指令（CSDDD） 

CSDDD は、2024 年に発効され、一定規模以上の欧州域内の企業及び欧

州において一定規模以上の売上げなどがある欧州域外の企業に対して、自

社や子会社と自社のバリューチェーンへの人権・環境デュー・ディリジェンスの実

施を義務付けている。具体的には、①デュー・ディリジェンス方針の策定、②実

在もしくは潜在する人権・環境への悪影響の特定、③潜在的な悪影響の予

防・緩和、既に顕在化している悪影響の停止・最小化、④苦情処理手続き

の確立、⑤実効性のモニタリング、⑥実施しているデュー・ディリジェンスの内容

の公表など、多岐にわたる取り組みが求められている。 

本指令は、「オムニバス法案」により適用開始時期が 1 年延長され、2028 年

7 月以降順次適用が開始される。 

 

EU 強制労働製品禁止規則 

EU 強制労働製品禁止規則は、強制労働により製造された製品の EU 域内

での流通および域外への輸出を禁止することを目的に、2024 年に発効された。

強制労働により採掘、生産、製造された疑いのある製品を対象に調査を実

施し、強制労働が判明した場合には、当該製品の EU 域内での流通を禁止

し、市場から排除することを規定している。すべての業界におけるすべての生

産・製造・収穫・採掘製品が対象だ。企業には、調査対象となった製品に関

連する事業とバリューチェーン内での強制労働のリスク特定、緩和、防止、また

は解消のための取り組みに関する情報提供が求められる。本規則は、主に

2027 年 12 月から適用が開始される。 

 

このほか、EU バッテリー規則、EU 紛争鉱物規則などリスクの高い産品に特化

し、より詳細なデュー・ディリジェンスの実施を求める規制も発効しており、企業

はこれらの規制に基づく取り組みも求められている。 
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米国におけるルール 

 

 

米国は貿易規制により 

児童労働・強制労働を用いた産品の 

米国市場への流入を規制 

 

ウイグル強制労働防止法（UFLPA） 

米国では、貿易規制による児童労働・強制労働へのリスク対応に注力してい

る。具体的には、中国・新疆ウイグル自治区で強制労働により生産された製

品について、米国への輸入を禁止するウイグル強制労働防止法（UFLPA）

125を導入している。この法律では、①新疆ウイグル自治区において、または②

「UFLPA エンティティ・リスト」（新疆ウイグル自治区における強制労働に関与

した個人・組織のリスト）に掲載された企業によって、全部また一部が採掘・

生産・製造された物品はその製造過程で強制労働があったと推定され、米税

関当局（CBP）に輸入が差し止められる。企業が当該製品を米国に輸入す

るには①及び②に該当しない旨を「明確かつ説得力のある証拠」をもって証明

する必要があり、30 日以内に証明できなければ、その製品は排除・押収され

る。 

本法は 2022 年 6 月から施行され、これまでに 17,088 件（2025 年 9 月時

点）の差止が生じた。2024 年には、欧州の複数の大手自動車メーカーが、

数千台に上る自動車の輸入を差し止められる事例も生じた。日本企業にお

いても IT、食品、衣料業界などにおいて、強制労働への関与の可能性がある

企業などとの取引の停止や調達の切替えなどの対応が進められている126。 

 

この他にも分野別や州単位でのルールが整備されており、例えば、上場企業に

対して紛争鉱物（3TG: 錫、タンタル、タングステン、金）に関するサプライチェ

ーンの把握や年次報告書の提出を義務付けるドッド・フランク法や、州法とし

てカリフォルニア州のサプライチェーン透明法などが策定されている。 
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第 2 節 児童労働によるビジネスへの負の影響 

1）児童労働によるビジネスへの負の影響の類型 

 

自社サプライチェーンにおける 

児童労働の発覚は、 

ビジネスの業績や企業価値に 

負の影響をもたらす 

企業のサプライチェーンにおける児童労働の発覚は、当該企業のビジネスに大きな負のインパクトをもたら

す。この負のインパクトは、企業の売上げなどの業績そのものの悪化と、ブランドなどの企業価値の毀損の

2 つに大別できる。前者の業績悪化は、具体的には消費者の不買運動（1）や他社との取引停止

（2）による売上低下や、罰金（3）や訴訟（4）などによるコストの増大にあたる。後者の企業価値

の毀損としては、投資の撤退（5）やブランドイメージの毀損（6）、人材の損失（7）などが挙げられ、

企業のビジネスに長期的なダメージを及ぼす可能性を孕んでいる。

児童労働リスクが企業活動へ与える負の影響の類型 
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2）児童労働によるビジネスへの負の影響の事例 

児童労働発覚に起因した不買運動により 

約 1 兆 3,764 億円の損失 

 

大手アパレル企業 A 社では、製造委託先であるインドネシアやベトナムの工場

において日常的に児童労働が起きていることが発覚した。具体的には、就労

年齢に達していない少女達が低賃金で強制的に労働させられていたほか、少

女達への日常的な性的暴行や尊厳を傷つけるような行為の強要が行われて

いたとされる。こうした事実を国際 NPO・NGO が摘発したことを契機に A 社製

品の世界的な不買運動が広がり、「犯罪企業」などの悪評がメディアやインタ

ーネット上で流された。その結果 A 社は、児童労働発覚前には業界内でも著

しい成長を続けていたにも関わらず、売上高が急激に落ち込んだ。この不買運

動による売上高の減少幅は、5 年間累計で約 1 兆 3,764 億円にも及ぶと試

算されている。これは A 社の連結売上高の約 26％に相当し、人権侵害が企

業経営に致命的な影響を及ぼすことを知らしめる結果となった。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飲食店舗で多数の児童労働が発覚し、 

一部の事案では約 21 万ドルの罰金が発生 

 

米国では、新型コロナウイルスのパンデミック以降、労働力不足を背景に特に

ファストフード業界で児童労働が急増し、大手ファーストフードチェーン店の B 社

では、米国労働省による調査で複数の児童労働が発覚した。2022 年には、

ペンシルベニア州のフランチャイズ店舗を運営する企業が 154 人の 14～15 歳

の子どもを長時間または夜間労働させていたことが明らかになり、約 6 万ドルの

罰金が科された。また 2023 年には、300 人以上の子どもが違法に雇用され、

10 歳の子どもが無給で深夜 2 時まで作業したり、15 歳の子どもが揚げ物用

のフライヤーを使用し火傷を負ったりしていたことが発覚し、B 社からフランチャイ

ズ店舗の運営を受託する企業 3 社に対し、合計約 21 万ドルの罰金が科され

た。複数の事案が確認されたことから、B 社は株主グループから人権慣行に関

する第三者監査の実施を要求される事態にもなった。 

 

 

 

 

 

 

Case 1：大手アパレルメーカー 

不買 

1997 年頃 

罰金 

2022-2023 年頃 

Case 2：大手ファーストフードチェーン 



第 2 章 ビジネスと児童労働 

第 2 節 児童労働によるビジネスへの負の影響 

 

 

43 
 

複数の世界大手ハイテク企業に対し、原料採掘現場

の児童労働について損害賠償を求め集団訴訟 

 

2019 年に C 社ら複数の世界大手ハイテク企業に対して、コンゴ民主共和国

のコバルト採掘現場で子ども達を児童労働に従事させている鉱山を支援して

いる責任があるとして、作業中に死傷した子ども達 14 人とその家族ら原告の

代理組織が損害賠償を求めた。この訴訟は、児童労働は仲介業者や同国

政府など、その他多くの当事者にも責任があることなどを理由に 2024 年の控

訴審で棄却されたが、報道によりコバルトの採掘現場での危険な児童労働が

国際社会の注目を集めたことから、C 社らのブランド毀損につながった。児童労

働によって採掘されたコバルトの使用については、2024 年に C 社の東京の販

売店でも同社の現役および元社員らの呼びかけによる抗議デモが行われた。

デモは C 社の新製品の発売日に世界各地の店舗で行われ、SNS で拡散され

るなど話題を集めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新疆ウイグル強制労働・児童労働の懸念などを受け 

米国と英国市場での上場を断念 

 

世界 150 以上の国や地域でファストファッションを提供している D 社は、米国

での新規株式公開（IPO）を目指していたが、同国が製品の輸入を原則禁

止とする新疆ウイグル自治区での強制労働の懸念があるとして、超党派の議

員団が証券取引委員会に対し、新疆ウイグル自治区での強制労働をしてい

ないことを D 社が立証するまでは IPO を認めないよう求めた。その後 D 社は、

承認の見通しが立たない米国から英国での IPO 実現へと方針を切り替えたが、

英国の超党派の議員団が同社の工場監査を要求し、中国を拠点とする製

造委託先の工場に対する監査が実施された結果、2 件の児童労働が発覚し

た。11 歳や 15 歳の子どもたちの関与があったとされている。D 社は米国および

英国での上場を断念し、現在は香港での上場を目指している（2025 年 7 月

現在）。 

  

2019 年頃 

Case 4：ファストファッション企業 

訴訟／ブランド毀損 

2024 年頃 

上場中止 

Case 3：大手ハイテク企業 
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E 社ら複数の国際的な大手チョコレートメーカーに対し、コートジボワールのカカオ

農園で奴隷労働させられたとする 8 人の子ども達原告の代理組織が米国で

訴訟を起こした。原告側は、E 社らが自社のサプライチェーン上にあるカカオ農

園で児童労働を助長していると非難した。証言の中には、11 歳から 2 年間無

給で働き、防護服を着用せずに殺虫剤や除草剤の散布などの健康被害をも

たらす作業をさせられたとするものもあったが、米国連邦地裁は、原告側が企

業と児童労働との「直接的な結びつき」を充分に示せなかったとして 2022 年

に訴訟を却下した。E 社らは勝訴したものの、係争に関する報道などによりブラ

ンド毀損につながった。 

 

米国の大手水産加工会社 F 社に対し、複数の移民の子ども達が深夜労働

などを強いられ、教育の機会を奪われたとして訴訟が提起された。2022 年に

グアテマラから移民した子ども達は 15 歳から雇用され、保護具が与えられない

環境で冷凍魚を扱ったことによる冷凍熱傷などの傷害を負ったほか、学校を下

校してから深夜 2 時まで週 6 日働くことを強いられたと訴えた。F 社への訴え

は、同社のブランド毀損に限らず、米国の水産加工産業の構造的な社会問

題として受け止められ、業界全体のブランド毀損につながった。 

 

 

 

 

複数の大手ハイテク企業（G 社ら）が外部委託していた AI のデータラベリング

の作業で、パキスタンやケニアなどの子ども達が、暴力や性的搾取などの有害

なコンテンツを含むデータの分類作業をさせられていたほか、深夜に及ぶ長時間

労働や低賃金などの劣悪な環境で業務に従事していたことが報道で発覚した。

AI 開発競争が過熱する中、ハイテク業界の利益追求の裏に隠された人権侵

害の事案として国際的な注目を集めた。データラベリングの業務に従事するに

は 18 歳以上であることが条件となっていたが、子ども達は保護者の身分証や

アカウントを用いて自身の年齢を偽り業務に従事しており、子どもの労働を阻

止する仕組みが脆弱だったとして、G 社らと複数の委託企業が名指しで批判

され、ブランド毀損につながった。 

  
 

 

Case 7：大手ハイテク企業 

ブランド毀損 

Case 5：大手チョコレートメーカー 

訴訟／ブランド毀損 

Case 6：大手食品加工企業 

2021 年頃 

ブランド毀損／訴訟 

児童労働の被害者による訴訟を受け 

複数のメーカーのブランド毀損 

移民の子どもたちが強制労働を 

させられたとして提訴 

水産業界全体のブランド毀損に拡大 

2024 年頃 

AI のデータラベリング作業に子どもが劣悪な

環境で従事し、業界全体のブランド毀損 

2023 年頃 
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第 3 節 企業による児童労働撤廃への取り組み

1）企業による児童労働撤廃への取り組みの類型 

 

ビジネスによる児童労働撤廃への取り組みは、 

負の影響の防止・軽減と児童労働撤廃に 

貢献する正の影響の創出に分類される 
 

企業による児童労働への取り組みは、大きく 2 つに分けると「自社事業による児童労働への負の影響

（児童労働の誘発・助長など）を防止するための取り組み」と、「児童労働撤廃に貢献する正の影響を

創出する取り組み」に分類できる。国連「ビジネスと人権に関する指導原則」は、主に前者について「人権

を尊重する企業の責任」として児童労働を含む人権問題への対応を企業に求めている。ILO が 2015 年

に発行した「ビジネスのための児童労働の手引き」は、この負の影響の防止をさらに次のように分解している。

すなわち、「（Ⅰ）方針の策定」「（Ⅱ）人権デュー・ディリジェンスの実施」「（Ⅲ）苦情処理メカニズム

の構築」の 3 つの取り組みに分けられ、さらに「（Ⅱ）人権デュー・ディリジェンスの実施」に関しては、4 つの

ステップに細分化できる。正の影響の創出は「技術・資金提供/啓発活動」など、自社のサプライチェーンに

限らない児童労働の現場への資金・技術支援や消費者に向けた啓発・教育活動が該当する。また、ステ

ップの一部または全体を通して取り組むべきが「ステークホルダーエンゲージメント」となる。ここで注意すべき

点が、負の影響の防止のプロセスは一度実施したら終わりではなく、継続的に行い改善を重ね、実効性を

高めていくことが重要なことである。 

 

  企業による児童労働への取り組みの類型 
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企業は人権に関する対応方針を策定し、児童労働の禁止を含め人権を尊重する旨を公に示すことが求められている。人権方針には、人権尊重に関する自社

としての考え方や人権関連の国際規範への支持などを記載する必要がある。加えて特に児童労働など子どもの権利関連のリスクの高い業種においては、子ど

もの権利への影響に関する明示的な方針や項目も定めることが有効である。 

人権方針の策定にあたっては、企業は国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」などの人権に関する国際規範や業界ルールに照らしながら自社ならではの人

権リスクを調査・分析した上で、外部専門家などと意見を交わしつつ各リスクに対する自社の対応方針を策定する必要がある。策定した方針は取締役会など

による承認を経て社内外に公開し、事業方針やプロセスの中に組み込むことで組織全体に定着させなければならない。また

近年は、環境・社会に配慮したサステナブル認証を受けた原料などの調達量の目標値を掲げる「調達コミットメント」といった

アプローチを行う企業も増えている。 

2023 年に日本経済団体連合会が会員企業に対して実施した調査では、指導原則に基づいて「ビジネスと人権」の取り組

みを進める企業の約 9 割が「自社または親会社が人権方針を策定済みである」と回答しており、多くの企業が人権方針を

策定していることが明らかになった。また、研修会などを通して方針の周知に取り組む企業も増えており、指導原則に基づい

て取り組みを進める企業の約 8 割が自社の役員や管理職、従業員に対して、また約 7 割が国内の子会社やグループ企業

を対象とした研修を実施している127。 

 

 

  

方針の策定 Ⅰ 
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人権デュー・ディリジェンスとは、企業がサプライチェーン上の人権への負の影響（人権リスク）を特定し、対応する予防・軽減措置を行った上で、進捗を継続的

にモニタリングし社内外への情報公開を進めるプロセスを指す。国連の指導原則は特にこの人権デュー・ディリジェンスの実施の重要性を強調しており、欧州をはじ

めとする一部の国では人権デュー・ディリジェンスが既に多くの企業に対して義務化されている。現在多くの企業がサプライチェーン上の児童労働問題への対応とし

ても人権デュー・ディリジェンスを実施している。以下に人権デュー・ディリジェンスにおいて実施すべき 4 つのプロセスを記載する。 

 

 

 

企業は児童労働に対応する上で、まず自社のサプライチェーン上において既に発生している／発生する可能性のある児童労働の

実態を把握する必要がある。このように自社の事業を通じて引き起こされる可能性のある人権への負の影響（人権リスク）を特

定し、その実態を分析・評価する取り組みは、一般的に狭義の「人権デュー・ディリジェンス」、または「人権インパクト・アセスメント」

などと呼ばれる。 

アセスメントの方法は多様に存在するが代表的な手法として、児童労働などの人権リスクを

「深刻度」と「発生可能性」の 2 つの観点から評価するアプローチが挙げられる。「深刻度」と

は、仮に人権侵害が発生した場合の被害の深刻さを指し、①規模（Scale）：1 人の被害

者 へ の 影 響 の 重 大 さ 、 ② 範 囲 （ Scope ） ： 被 害 者 の 数 、 ③ 救 済 可 能 性

（Remediability）：被害者の人権侵害発生以前の状態への回復可能性の 3 つの要素

で評価される。一方で「発生可能性」とは人権侵害が発生する可能性を指し、人権侵害の

発生頻度に近い概念として評価される。「深刻度」と「発生可能性」の双方が高い人権リスク

は、優先的に取り組むべき対象となる。ここで注意すべき点は、人権リスクの深刻度の評価は

人権侵害による企業の事業への影響の大きさではなく、必ず被害者にとっての被害の大きさ

で測る必要があることである。人権リスクのアセスメ

ントの具体的なプロセスとしては、自社内でのインタ

ビュー、取引先やその他関係者へのヒアリング、関連

する社内書類・記録のレビュー、収集した情報の分

析・評価などが挙げられる。アセスメント実施の際

は、外部専門家や関係ステークホルダーを巻き込

み、より客観的かつ多角的な情報・意見を収集す

ることが重要である。 

  

人権デュー・ディリジェンスの実施 Ⅱ 

リスクのアセスメント Ⅱ‐1 

深刻度

発生可能性

人権リスクの評価結果イメージ
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アセスメントで特定した人権リスクに対しては、その予防策やリスク発生時の軽減措置を実施する必要がある。具体

的には、サプライチェーン管理体制の強化や社内制度・環境の整備、社内外教育の実施などが挙げられる。サプライ

チェーン管理体制の強化のアプローチとしては、児童労働などの人権分野の項目を含む「サプライヤー行動規範」や

「調達ガイドライン」を策定してサプライヤーに遵守を求め、場合によっては監査などの措置で実態を確認する方法があ

る。また自社単体で取り組むのではなく、フェアトレードなどの外部の認証制度や業界横断のコレクティブインパクトを

目指すプラットフォームを活用する形も有効である。 

サプライチェーン上で児童労働の発生が発覚した場合、その現場となった農園・工場などに対して、企業は直接の資

本関係がない場合でも児童労働への対応を促す役割を果たす必要がある。大手企業をはじめ多くの企業は、調達

元の事業者に対して一定の影響力を持つ。上述のサプライヤー行動規範の策定をはじめとして、サプライヤーに対して

児童労働などの人権対応を求めるアプローチは活用すべきである。また、児童労働問題は社会全体の多様な問題

が絡み合って発生しているため、その予防・軽減措置の実施にあたっては政府や NPO・NGO と連携することが特に

有効である。 

 

企業は、自社の人権リスクの実態とその予防・軽減措置の進捗をモニタリングし、対応策の有効性を検証する必要が

ある。モニタリングの実施により、企業は自社の対応策を改善・強化するとともに、社内外に適切な情報公開を行い、

問題が発覚した際にはより効果的に対応できる体制を整えることが期待される。 

モニタリング手法は様々存在するが、適切な質的・量的指標を活用することや人権侵害を受けた利害関係者を含む

社内外からの意見を活用していることが必要であると国連指導原則は述べている。企業は自社の人権リスクや対応

状況に応じて、内部監査やサプライヤー監査、従業員アンケートや労務管理記録など、適切なモニタリング手法を選

択しブラッシュアップしていくことが求められる。 

 

 

ここまで述べてきた一連の取り組みに関して、外部への情報公開を適切に行うことも企業が果たすべき責任の一部で

ある。企業は、自社がどのように人権リスクを評価し、どのようにその予防や改善に取り組んでいるのか、すべてのステー

クホルダーに対して充分に説明する必要がある。人権侵害の被害を受ける可能性のある労働者や、投資家、政府、

NPO・NGO、メディアなどに対して適切に情報公開をしておくことは、企業および各ステークホルダーを守ることにつなが

る。 

情報公開の手法は様々だが、近年は自社 Web サイトへの掲載、各種報告書・レポートの発行などを通じて行ってい

る企業が多く存在する。年次報告書（アニュアルレポート）や統合報告書またはサステナビリティ・レポートの中で人

権・環境などへの取り組みをまとめているケースも増えており、さらには人権領域のみにフォーカスした「人権報告書」を発

行している企業も存在する。 

 

予防・是正措置の実施 Ⅱ‐2 

取り組みのモニタリング Ⅱ‐3 

情報開示 Ⅱ‐4 
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企業は、ステークホルダーがサプライチェーン上の児童労働問題について相談・通報するためのホットラインなどの苦情処

理メカニズムを構築する必要がある。自社の労働者のみならず、サプライヤーや地域コミュニティも含む広範なステークホ

ルダーに対して窓口を開放することで、より広く詳細な人権リスクを把握することができる。国連指導原則は、苦情処理

メカニズムに求められる要件として、正当性、利用可能性、予測可能性、公平性、透明性、権利適合性、継続的な

学習、そしてエンゲージメントと対話に基づくこと、の 8 つを定めている。 

苦情処理メカニズムを構築する上では、企業は自社単体でホットラインなどを整備するほか、政府機関や民間団体な

どが持つ既存の苦情処理の仕組みを活用・支援することも効果的である。 

 

 

国連指導原則においては、事業活動による人権への負の影響の防止・軽減を 「人権を尊重する企業の責任」として

強く求めており、企業が第一に優先的に取り組むべきは負の影響の防止・軽減である。しかし、現存する様々な社会

課題は公的機関や市民社会だけでは解決できないものも多く、企業は技術・資金支援や啓発活動などを通じて、児

童労働含む人権への正の影響を生み出すことが求められている。 

具体的な取り組みとしては、児童労働の発生リスクのある地域において NPO・NGO や国際機関などと連携して教育・

職業訓練の提供などの技術支援を行うほか、児童労働撤廃に向けた現地の取り組みを加速させるための資金拠出

なども行われている。その他にも、児童労働によって生産された産品の消費国で消費者に対して児童労働の実態を伝

える啓発活動の実施なども重要である。 

 

 

 

 

 

ステークホルダーエンゲージメントは、顧客や従業員、サプライヤー、地域社会、国際機関や NPO・NGO など、企業の事

業活動に関わり影響を受けるすべてのステークホルダーと積極的に対話・協働し、その意見を事業運営に適切に反映さ

せることを指す。児童労働が発生した、または発生リスクのある地域を熟知し、当事者または当事者となりうる子どもの

声を知る NPO・NGO などとの連携は、負の影響の防止と正の影響の創出の有効性を高めるために重要である。前述

の通り、発生リスクのある地域において NPO・NGO などと連携して教育・職業訓練の提供などを協働して実施するほ

か、人権方針や調達基準の策定、リスクアセスメントや取り組みのモニタリングなどにおけるヒアリングやアドバイザリー支

援、サプライヤー監査の協力を依頼するなど、多様な対話・協働の形がある。

苦情処理メカニズムの構築 Ⅲ 

技術・資金提供 / 啓発活動 など Ⅳ 

ステークホルダーエンゲージメント Ⅴ 
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2）企業による児童労働撤廃への取り組みの事例 
 

 

 

 

金は導電性に優れ、スマートフォンをはじめ多くの電気機器の基板や配線

などの素材として用いられている。Fairphone はスマートフォンの開発を行う

オランダ企業である。“倫理的で信頼できる持続可能な”スマートフォンとして

Fairphone シリーズを展開している。 

Fairphone の大きな特徴の一つは、業界で初めてフェアトレード認証された

金を素材として用いていることである。金は紛争鉱物の 1 つであり、武装グ

ループの資金源になりやすいことで知られている。また武力紛争や危険度の

高い地域以外でも、金の採掘は土地紛争や低賃金問題、危険労働、児

童労働、水銀汚染など様々な社会的および環境的課題を引き起こして

いる。そこで Fairphone は 2016 年から国際フェアトレード認証を受けた金

を調達し、フェアトレードの最低価格保証とプレミアム（奨励金）によって

生産者の賃金を保証するとともに、サプライチェーン上における児童労働や

強制労働の発生を防いでいる。このフェアトレード認証の金の調達には日

本企業も関わっている。コネクタ専業メーカーのヒロセ電機は、Fairphone

のサプライチェーンにフェアトレード認証の金を初めて組み込んだ日本のサプラ

イヤーとして 2021 年 12 月から協業を始めた。この協業はエレクトロニクス

業界における責任ある鉱物調達の先進事例となっている128。 

また、Fairphone は 2022 年からはコロンビアの金鉱山で働く人々の適切

な労働環境を支援する「フェアマインド・クレジット制度」の取り組みを推進

する世界初のエレクトロニクス企業となった。Fairphone に必要な金属を調

達する際にフェアマインド・クレジットを発行し、支援金は児童労働の防止

や教育支援に活用されている129。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世界中で普及が拡大する電気自動車（EV）に欠かせないバッテリー製

造においては、バッテリーの主要原材料であるコバルトやリチウムなどの採掘

現場での児童労働が深刻な課題のひとつとされている。こうした人権侵害

や環境破壊などの社会的・環境的課題への対応として、欧州連合は

2023 年に「欧州電池規則」を採択し施行した。この規則では、原材料調

達からリサイクルまでの全過程の追跡と記録をし、責任ある調達を義務付

ける「バッテリーパスポート」の導入が定められており、2027 年 2 月から一定

要件を満たすバッテリーへの義務化が予定されている。その運用に向けて、

自動車メーカーや電池メーカー、国際機関などが連携するグローバル・バッテ

リー・アライアンス（GBA）が共通指標づくりをするなどの取り組みを進めて

きた（詳細は第 3 章第 2 節を参照）。 

スウェーデン発祥の世界的自動車メーカーのボルボ・カーは、GBA の活動に

積極的に関与してきた。そして 2024 年、規制義務化より 3 年も早く世界

で初めて本格的な EV バッテリーパスポートを導入した車両を発売した。英

IT 企業のサーキュラー社と 5 年以上かけて共同開発したブロックチェーン技

術を活用し、サプライチェーンの情報改ざん防止や監査データの検証性など

を確保している。サプライチェーン情報には、コバルトやリチウムの採掘現場

情報や児童労働不使用の証跡、環境負荷データなど、多様な社会・環

境的データが含まれる。EV の利用者は、車両の運転席付近に貼付された

QR コードからこれらの情報にアクセスでき、実用性と透明性の両立を図って

いる点が高く評価されている130。 

  

Case 1 

- Fairphone - 

Case 2 

- Volvo Car - 

業界で初めて 

フェアトレード認証された金を 

使用したスマートフォンを製造 

 

ブロックチェーンを用いた 

EV バッテリーパスポートを 

世界で初めて商用展開 
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チョコレートの原料カカオは、赤道近くの高温多湿な地域で栽培される。世

界のカカオ生産の約 7 割を占める西アフリカでは、極度の貧困や児童労

働・強制労働などが多く発生していると指摘される131。オランダのチョコレー

トメーカーTony’s Chocolonely は、「カカオ産業における現代奴隷制と児

童労働を終わらせること」を目的に 2005 年に設立され、その目的達成の

ために自社の調達に限らず、他社のサプライチェーンの透明性を向上させる

取り組みを推進している。 

Tony’s Chocolonely が 2019 年から開始したイニシアティブ「Tony’s 

Open Chain（オープンチェーン）」は、同社の 5 つの調達原則（100％の

追跡可能性、生活賃金を上回る農家への支払い、長期的なコミットメン

ト、農家との強力なパートナーシップ、カカオの品質と生産性向上への投資）

を遵守することを条件に、児童労働のない自社のサプライチェーンを他社に

オープンソースとして共有する取り組みである。2025 年 8 月現在、20 の欧

州企業が参画し、大手小売企業などが自社製品の材料としてオープンチェ

ーンのカカオを使用している132。 

こうした取り組みの結果、Tony’s Chocolonely は 2025 年、豪 NPO が

発表したチョコレート企業の児童労働への取り組み評価において最高ラン

クの優良賞を獲得し、また TIMES 誌の「最も影響力のある企業 100 社」

に選出された133134。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スウェーデン発祥の家具量販店 IKEA では、ソファからクッション、ベッドシー

ツ、マットレスまで、様々な製品にコットンが使用されており、コットンは IKEA

にとって最も重要な原材料の一つである。2015 年 9 月 1 日以降 IKEA で 

使用されるコットンは、水や農薬などに配慮して生産されたサステナブルなコ

ットンやリサイクルコットンとなっている135。このように 10 年前から倫理的な

調達を重視する IKEA は、NGO 団体 Save the Children と国際連合児

童基金（UNICEF）と長期に渡って連携して児童労働などへの取り組み

を進めている。 

IKEA は 1994 年から Save the Children との協力を開始し、2000 年に

は Save the Children 支援のもとでサプライヤー行動規範「IWAY」を策定

した。現在も使用されているこの行動規範は、児童の権利に関する国連

条約にも基づいており、児童労働に対する IKEA の考えを明文化している。

またインドとパキスタンの綿花栽培地域では、児童労働に関するプログラム

を共同で実施している136。 

UNICEF と IKEA の関わりは 1988 年に行われた寄付から始まり、2000 年

にはインド政府を加えた 3 者によるパートナーシップが締結され、インド北部

のカーペット産業地域で児童労働の問題に取り組むプログラムを実施した。

その結果、8 万人以上の子ども達に教育機会をもたらしたと報告している。

このプログラムは、その後カーペット産業地域に限らず綿花栽培地域にも拡

大し、数百万人もの子ども達に対する支援へと成長した137138139。 

また、2021 年からは ILO が推進する企業のサプライチェーンにおける児童労

働撤廃を目指す国際的なプラットフォーム「 Child Labour Platform

（CLP）」に加盟し、Save the Children や UNICEF などとの協働から得

たノウハウをそのほかの加盟企業に共有し、引き続き児童労働のないサプ

ライチェーン構築の強化をしていくことを宣言している140。 

  

- Tony’s Chocolonely - 

児童労働のない 

カカオのサプライチェーンを他社と 

共有するイニシアティブを推進 
Case 3 

- IKEA - 

児童労働撤廃へ国際機関・

NPO・NGO との 

パートナーシップ 

Case 4 
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第 3 章  児童労働に関する各ステークホルダーの取り組み・連携 

第 1 節 児童労働撤廃に関わる主要なステークホルダーとその取り組み 

児童労働を取り巻くステークホルダーには様々なアクターが存在する。第 2 章 3 節で紹介した「企業」

もその一つであるが、ILO や UNICEF をはじめとする国際機関、各国政府、NGO・NPO など、あらゆ

る組織・団体が児童労働の撤廃に向けた取り組みを展開している。 

本節においては、それらのステークホルダーの児童労働に対するアプローチの類型を整理し、主要な事例

を紹介する。 

 

1）ステークホルダーによる取り組みの全体像 
ステークホルダーによる取り組みは大きく 8 つの類型に分類することができ、後

述の事例のように各アクターはそれぞれの組織・団体の特性を生かしたアプロー

チを用いて児童労働撤廃に取り組んでいる。 
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2）ステークホルダーによる主要な取り組み例 
 

a） 国際機関による取り組み 

 

ILO を中心に各国際機関が専門性

をもとに連携 

 

児童労働に対する国際機関の取り組みは、国際労働機関（ILO）から始ま

る。ILOは創設年である1919年に最初の条約の1つとして、製造業など工業

的企業対象の「就業の最低年齢を定める条約」（第5号）を採択した。その

後同条約の適用産業は順次拡大され、1973年に全産業を対象とする「就

業の最低年齢に関する条約」（第138号）が採択された。この条約は1999

年採択の「最悪の形態の児童労働条約」（第182号）と並んで、児童労働

の禁止・撤廃を求める最も基本的な国際ルールとして現在も位置付けられて

いる141。 

1970年代には多国籍企業における環境破壊や人権侵害などの問題の顕在

化を背景に、ILOや経済協力開発機構（OECD）が多国籍企業向けのガイ

ドラインを策定した。具体的にはOECDは1976年に「多国籍企業行動指針」

を、ILOは1977年に「多国籍企業および社会的政策に関する ILO 三者宣

言」を策定しており、どちらも児童労働撤廃の内容を含んでいる。このように

ILOとOECDは、児童労働撤廃を含む人権保護のための国際ルール形成の中

心的な役割を担っている142。 

1989 年には国連総会での「国連子どもの権利条約」採択により子どもの基

本的人権が国際的に定められ、その後「教育を受ける権利」や「子どもの権

利」といった考え方の浸透が進んだ。同条約では、18 歳未満の子どもの健康

や教育への権利、また経済的搾取や教育・心身の発達を妨げる労働から保

護される権利などが定められており、「子どもの権利」保護のためにも最低年

齢などの規定含めた各国の取り組みの必要性が強調された。教育という観点

からは国連教育科学文化機関（UNESCO）も児童労働撤廃に取り組んで

いる143。また「子どもの権利」という観点では、子どもの権利保護を基盤とした

児童労働撤廃に向けた実践活動を ILO に加えて国際連合児童基金

（UNICEF）が実施している144。 

さらに 2000 年代には、企業に人権保護の取り組みを求める世論の高まりを

受けて「ビジネスと人権」に関する国際的なフレームワークの整備が進み、2011

年にその集大成の 1 つとして「ビジネスと人権に関する指導原則（United 

Nations Guiding Principles on Business and Human Rights ：

UNGPs）が国連人権理事会で採択された。 

指導原則では、「人権を保護する国家の義務」に並ぶ 3 つの柱の 1 つとして

「人権を尊重する企業の責任」が位置付けられ、企業に対して児童労働を含

む人権侵害を防ぐための人権デュー・ディリジェンスなどの取り組みを求めてい

る。2015 年には国連サミットにおいて持続可能な開発目標（Sustainable 

Development Goals：SDGs）を中核とする「持続可能な開発のための

2030 アジェンダ」が採択され、ターゲット 8.7 において 2025 年までにあらゆる

形態の児童労働を撤廃する目標が掲げられた。このように包括的な人権に関

する枠組み整備は国連主導で行われている。残念ながら 2025 年までに児童

労働を撤廃する目標は達成されない見込みであり、児童労働が世界からなく

なる日まで、あらためて取り組みを強化することが求められる145。 

上記以外にも児童労働に関連して資金・技術支援や啓発活動を行う国際

機関は多く存在する。難民および移民の児童労働については国連難民高等

弁務官事務所（UNHCR）および国際移住機関 （IOM）がそれぞれ活動

を行っており、貧困削減を通した児童労働撤廃には国際連合開発計画

（UNDP）などの国際機関が取り組んでいる。また、児童労働の約 60％が

農林水産業（農業・畜産業・林業・漁業など）で発生していることから、国

際連合食糧農業機関（FAO）も ILO との共同プロジェクトなどを通して児

童労働撤廃に取り組んでいる146。その他、世界銀行は児童労働にも関連す

る調査研究を行っており、WHO も保健分野から子どもに関する支援を実施

するなど、各国際機関により取り組みが進められている。 

 

労働者保護に関するルール形成を

ILO、子どもの権利保障に関する 

資金技術・支援を UNICEF、 

企業に対するガイドラインの提示を

OECD が担う 
 

ILO（International Labour Organization） 

ILO は、児童労働撤廃に向けて主に条約策定などのルール形成や技術協力

における中心的な役割を担っている 

ILO は、児童労働の禁止・撤廃を求める基本的な国際ルールの整備を行って

おり、1973 年に「就業の最低年齢に関する条約」（第 138 号）、1999 年

に「最悪の形態の児童労働条約」（第 182 号）を採択し、各国に批准を求

めている。なお、182 号条約は 2020 年に ILO 史上初の全加盟国が批准し

た条約となった。またこの 2 条約が ILO の定める中核的労働基準であることか

ら、批准をしていない加盟国にも報告を求めている。また、児童労働撤廃に関

するプログラムである「児童労働撤廃国際計画（IPEC）」は ILO によって

1992 年に開始されたものであり、現在も活動続けている。IPEC は、「最悪の

形態の児童労働」の撤廃に重点を置きつつもすべての児童労働をなくすことを

目標とし、技術協力のみならず調査研究やアドボカシーなどにも活動範囲を

広げている。また、IPEC は活動にあたって、政府や労働組合、使用者団体、

NPO・NGO、学校、メディアなどの多くの関係者と連携しており、その活動範

囲は世界 100 ヵ国を超える147。2015 年からは「IPEC プラス（児童労働・強

制労働撤廃国際計画）」として、児童労働と強制労働に関する技術協力を

組み合わせたプログラムを立ち上げ、SDGs のターゲット 8.7 に沿って、児童労

働と強制労働を撤廃することを目指して活動している148。 

 

UNICEF（United Nations Children's Fund） 

UNICEF は児童労働に関するデータベース公開や民間とのパートナーシップな

ども含む資金・技術支援プログラムに取り組んでいる 
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UNICEF は子どもの保護の観点から児童労働への取り組みを行っている。世

界 150 カ国以上で様々なプログラムを展開する中で、地域の社会福祉サービ

スの強化を通じた児童労働の予防やリスクへの対応を行っているほか、最悪の

形態の児童労働のひとつである子どもの人身取引に対しても積極的な取り組

みを行っている。また、データベース公開や民間とのパートナーシップなども含む資

金・技術支援プログラムにも取り組んでいる。UNICEF や ILO の支援で実施さ

れた統計調査データを集め、国別の 5～17 歳の子どもの児童労働者の割合

に関するデータベースを Web サイト上で公開し、児童労働への取り組み促進

を図っている149。近年では民間セクターと連携した技術支援事業にも活動を

広げ、各企業の強みを生かした児童労働関連プログラムを支援している。例え

ば IKEA 財団は UNICEF 最大の民間セクターパートナーの 1 つであり、約 20

年にわたって何百万人もの子ども達の権利保護を推進してきた。IKEA との連

携は、1988 年にはじまり、2000 年代には IKEA のインドのサプライチェーンにお

ける児童労働について UNICEF が助言および支援を実施した。その後両者の

連携は深まり、児童労働に関連したマーケティング、インドを中心とした児童労

働関連の資金・技術支援活動などの多様な活動に発展している150。 

 

OECD（Organisation for Economic Co-operation and Development） 

OECD は、児童労働防止を含む企業のサプライチェーン管理に関するガイダ

ンスを策定するなど、ルール形成に取り組んでいる 

OECD は 1976 年に策定した「OECD 多国籍企業行動指針」を 2011 年に

大幅改訂し、2018 年にはその実施のための企業向け実務ガイダンスとして

「責任ある企業行動のための OECD デュー・ディリジェンス・ガイダンス」を策定し

た。同ガイダンスは、企業の事業やサプライチェーンにおける人権・環境・ガバナ

ンスなどに関する負の影響を特定し、その防止・軽減を実施するためのデュー・

ディリジェンスの実施方法を説明している。各企業は、同ガイダンスに基づき自

社に合わせたデュー・ディリジェンスのプロセスを構築することが求められている。 

また OECD は、鉱物、農業、衣類・履物、金融などの特定産業を対象とした

セクター別のデュー・ディリジェンス・ガイダンスも発行している。各セクター特有の

リスクや取り組みプロセスの詳細が記載されており、各セクターにおけるサプライ

チェーン管理の在り方に影響を与えている151。 

 

b） 各国政府による取り組み 
 

先進国政府による児童労働への 

取り組みとしては、 

開発援助、国内法整備や 

調査の実施などが挙げられる 
 

開発援助 

【ドイツ】 

ドイツ開発省（Federal Ministry for Economic Cooperation and 

Development :BMZ）では、開発協力を通じて、児童労働の構造的原因

の解決に向けた取り組みを実施し、BMZ の行動計画 「Agents of Change 

– Children and youth rights in German development cooperation 

activities」では、特にアフリカのカカオ生産とアジアの繊維産業における児童

労働の撤廃に重点が置かれたプログラムが実施された152。本行動計画におけ

る支援プログラムの実行を担ったドイツ国際協力公社（GIZ）は、2019 年に

アジア、アフリカ、ラテンアメリカで子どもの能力強化や権利の促進に係る計 8

つのパイロットプロジェクトを支援した153。 

 

【日本】 

日本は、独立行政法人国際協力機構（JICA）による開発協力を通して、

西アフリカのカカオ産業における児童労働撤廃に関する取り組みなどを行って

いる。2022 年には、資金・技術支援として「コートジボワールにおけるブロックチ

ェーンを活用した児童労働の防止に係る調査」事業を展開し、サプライチェーン

上において把握することが難しい児童労働問題に対して、ブロックチェーン技術

を活用した現状把握を行い、農家支援に向けた仕組みづくりを目指した実証

実験を行った154。 

加えて JICA は、ガーナ政府により進められてきた「児童労働フリーゾーン

（Child Labour Free Zone：CLFZ）」の認定制度に関する支援も実施し

ている。同認定制度は、ガーナ政府の「National Plan of Action Phase II 

for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour in Ghana 

2017–2021（NPA2）」にて提起された取り組みであり、現在は後継の

「National Plan of Action Phase III（2023–2027：NPA3）」およびその

実施枠組みである「Ghana Accelerated Action Plan against Child 

Labour（GAAPACL）」のもとで引き続き推進されている。CLFZ とは、子ども

を危険な労働から守り、子どもの権利や福祉を保障するための統合的で一貫

性のある取り組みが継続して実行されている地域のことであり、法律、行政、

農家、企業、開発パートナーなどの各種のシステムが最適に機能することで、児

童労働がない状態を維持する体制を構築するものである155。2020 年 3 月に

は、日本の NGO である ACE とデロイトトーマツコンサルティングの協力のもと、

ガーナ政府が同認定制度に関するガイドラインを策定した。2020 年 10 月から

は、「ガーナ共和国カカオ・セクターを中心とした児童労働に係る情報収集・確

認調査」を実施し、同認定制度を含むガーナ政府の児童労働撤廃に向けた

取り組み支援を進めるための調査・パイロット事業を行った156。そして、2024

年からは CLFZ の実行に向けたプロジェクト支援を行っており、CLFZ 実施体制

強化、関係者間の連携強化、モデル活動の実施を通して、実効的で持続可

能な CLFZ の構築による児童労働の撤廃を目指している157。CLFZ は、児童

労働を地域単位（エリアベース）で根本的に解決することを目指す制度的な

仕組みであり、行政・教育・企業・地域住民など多様なアクターが協働して

「児童労働のない地域」を実現・維持できるようにすることを目的としている。

現在、制度の運用体制やモデル地域での活動を通じて、その仕組みを機能さ

せるための取り組みが進められている。このような地域を基点とした制度的アプ

ローチは、企業のサプライチェーン対策を補完し、持続的な児童労働撤廃に向

けた重要な要素となっている。また、2025 年 3 月には、外務省がガーナにおけ

る脱炭素化、廃棄物削減に寄与するバイオ炭技術の普及を通じたカカオ農

民の生活向上支援、および前述の CLFZ 制度を推進する ILO プロジェクトに

約 2 億円の拠出を行っている158。 

ルール形成 

第 2 章第 1 節にも記述の通り、近年は人権デュー・ディリジェンスの実施義務

化が欧米を中心に進められてきた。特に、EU の企業サステナビリティ報告指

令（CSRD）や、企業持続可能性デュー・ディリジェンス指令（CSDDD）に
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ついては、EU 域外の企業についても一定規模の EU 域内売上げがある企業

は規則の対象となり、また、自社が適用対象企業に該当しない場合であって

も、適用対象となる企業との取引関係がある場合は適用対象企業の人権デ

ュー・ディリジェンスの実施に協力が求められるなど、日本企業にも影響が及ぶ

ことがある。 

日本においても、外務省や経済産業省を中心に「ビジネスと人権」に関する検

討が推進されている。詳細は第 2 章第 1 節を参照されたい。 

 

各国・地域におけるビジネスと人権に関する主要なルール（第 2 章より再掲） 

 

情報収集・発信（児童労働に関する調査活動） 

【米国】 

米国では、米国労働省（U.S. Department of Labor：USDOL）の国

際労働局（Bureau of International Labor Affairs：ILAB）が児童労

働を含む人権リスクの取り組みの中心的役割を担っており、主に調査研

究活動と技術支援プロジェクトを実施している159。 

加えて、米国は「強制労働または児童労働によって生産された産品リスト」

も作成し、公開している。このリストは「人身売買被害者保護法（The 

Trafficking Victims Protection Act：TVPA）」に基づいて、国際労働

局により調査・作成することが義務付けられたものであり、2009 年に一般

公開が開始した。児童労働または強制労働によって生産された産品のリ

ストは、2024 年時点で 82 ヵ国、204 の品目に及ぶ160。 

 

c） NGO・NPO による取り組み 
NPO・NGO は開発援助に関わる現場支援、政策提言、統計調査・啓

発教育、認証・監査など多様な活動を通じて児童労働問題に取り組んで

おり、企業が持続可能なサプライチェーンを推進する上での連携可能性も

大きい。ここでは児童労働に取り組む国内外の代表的な NPO・NGO な

どの組織を紹介する。また本稿 Appendix では児童労働関連の NPO・ 

 

NGO リストをより広範囲にまとめているため、連携先を探す際の参考とし

ていただきたい。 

 

Amnesty International 
設立年／拠点 

1961 年／本部：英国、日本支部（東京） 

組織概要 

人権侵害のない世界の実現を目指す世界最大の国際人権 NGO であ

り、現在世界で 700 万人以上がアムネスティの運動に参加している。その

功績から、国境を超えた自発的な市民運動が「自由、正義、そして平和

の礎をもたらした」として 1977 年にはノーベル平和賞を受賞、翌年には国

連人権賞を受賞した。1970 年に日本支部である「アムネスティ・インターナ

ショナル日本」が設立された161。 

取り組み内容 

アムネスティは主に、研究調査・報告、政策提言、デモなどの市民運動の

支援を実施している。その中でもレポート発行などの研究調査・報告が中

心的な取り組みと言える。具体的にはインドネシアにおけるパーム油の人権

侵害や、コンゴ民主共和国におけるコバルト採掘の人権侵害に関するレポ

ートなどを発行しており、ビジネス界にも大きな影響をもたらしている162 163。
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アムネスティは政府や政治的思想、経済的な利害、宗教にとらわれず、中

立的な立場から世界中に人権侵害の現状を発信し、政府や企業の人権

に対する意識向上を促している。 

 

特定非営利活動法人 ACE 
設立年／拠点 

1997 年／本部：日本（東京） 

組織概要 

児童労働撤廃に取り組む国際協力 NGO。「世界の力を解き放つ －子

どもたちに自由の力を。すべての人に変革の力を－」をパーパスに掲げ、日

本とガーナを中心に児童労働の撤廃と予防に取り組む。カイラシュ・サティ

ヤルティ氏（2014 年ノーベル平和賞受賞）の呼びかけにより世界 103 ヵ

国で行われた「児童労働に反対するグローバルマーチ」を日本でも実施する

べく、1997 年に設立された164。 

取り組み内容 

ACE はガーナにおける児童労働の撤廃に向けた様々な支援活動を行って

いる。2009 年からはガーナのカカオ生産地に対する「スマイル・ガーナ プロジ

ェクト」を行い、森永製菓株式会社をはじめとする様々な企業に対して児

童労働によらないカカオの調達を促している。インドにおいては、2010 年よ

り 2023 年までコットン生産地における支援活動「ピース・インド プロジェク

ト」に取り組んだ165 166。また、2018 年からはガーナ政府に対して Child 

Labour Free Zone 認定制度の構築支援も行っている。 

支援地での活動以外にも、ACE が事務局を務める「児童労働ネットワー

ク」を通じて、政府に児童労働撤廃に対する取り組み強化を求める署名

活動を行い、集めた署名の提出とともに大臣・政務官への要請をするなど

といった日本政府への政策提言活動のほか、G7 会合や国際会議などの

国際社会への政策提言活動も行っている。児童労働を中心としたサプラ

イチェーンにおける人権課題についての研修の開催といった企業向け研修・

コンサルティングも行っている。ACE 代表岩附氏は、2019 年 C20 サミット

（G20 と並行して実施される市民社会の代表者の国際会議）議長を務

めるなど、子どもの権利保護のため幅広い活動を進めている167 168 169。 

 

Fairtrade International 
設立年／拠点 

1997 年／本部：ドイツ、日本支部（東京） 

組織概要 

1988 年にオランダで始まり、ヨーロッパと世界各地に広まったフェアトレードラ

ベル運動の各国運営組織が 1 つにまとまる形で、1997 年にドイツでフェア

トレード・インターナショナルが設立された。国際フェアトレード認証のスキーム

オーナーとして、環境・社会に配慮して生産された製品の国際的な認証基

準を策定している。フェアトレード・インターナショナルの傘下には、欧米や日

本をはじめ世界 30 ヵ国以上の認証ラベル推進組織や世界各地の生産

者組織が存在し、フェアトレードの普及に努めている170 171。  

取り組み内容 

フェアトレード・インターナショナルは認証基準策定のほか、生産者支援やア

ドボカシーを中心に活動している。この認証制度は、原料や製品の生産・

輸送・加工などの各工程が社会・環境・経済の 3 つの側面に関する基準

を満たすことを認証するものであり、認証製品は「国際フェアトレード認証ラ

ベル」を貼付することができる。現在は世界で約 200 万人の生産者と

6,000 社以上の企業がフェアトレード認証に参加し、140 ヵ国以上でフェア

トレード製品が流通している172。 

認証のほかにも、開発途上国の生産者を支援するプログラムを世界中で

実施している。その一つが、Youth-Inclusive Community-Based 

Monitoring and Remediation System on Child Labour 

（YICBMR）と呼ばれる児童労働予防システムを導入する活動だ。これ

は地域組織などとの連携による児童労働リスクの評価システムであり、この

プログラムの特徴的な点は、児童労働問題への対処に子どもたち自身を

積極的に関与させる、子どもを中心に据えた権利保護アプローチを採用し

ていることである。子どもたちが地域の児童労働を生み出す潜在的なリス

クをマッピングする機会などが与えられており、児童労働に対する意識向上

だけでなく、子どもたちが児童労働の実態を打ち明けることができる安全な

場としても機能させることができる173。実際にガーナやコートジボワールでカカ

オ農家、ベリーズなどでサトウキビ農家協会や地域コミュニティと提携して導

入した事例などが存在する174。 

 

Alliance 8.7 
設立年／拠点 

2016 年／事務局：ILO 

組織概要 

Alliance 8.7 は SDGs のターゲット 8.7（児童労働や強制労働の撤廃）

を達成するためのグローバルアライアンス組織として、ILO により 2016 年に

ニューヨークで設立された。児童労働や強制労働に関する情報公開や 228

の国や国際機関、地域機構、労働組合、市民社会組織などとの連携を

行っている175。 

取り組み内容 

Alliance 8.7 の主な取り組みとしては政策提言や統計調査、REGIONAL 

CONSULTATION が挙げられる。中でも REGIONAL CONSULTATION

は政府や組織とパートナーシップを締結した上で、企業など複数のステーク

ホルダーと地域ごとにワークショップを実施する活動である。ワークショップで

は強制労働や児童労働などの人権侵害を撤廃するための課題やアクショ

ンなどを議論しており、これまで東南アジア・太平洋地域、ヨーロッパ・中央

アジア地域、西・北アフリカ地域などで開催している176 177 178。その他にも、

Alliance 8.7 達成のための自国のための戦略的ワークショップの実施とアク

ション・ロードマップの策定を実施した国は、審査の上でパスファインダーカン

トリーとして認定し、認定された国は、自国の取り組みの加速のみならず、

国家間での知見や好事例の共有などを通じて他国の取り組みを支援する

ことも可能である179。現在は 37 ヵ国が認定を受け（2025 年 9 月時

点）、今後さらに取り組みを強化していくことを表明している。こうしたパスフ

ァインダーカントリーを対象としたワークショップを通した政策提言

（PATHFINDER COUNTRY STRATEGIC WORKSHOP）や、統計調査

などにも取り組んでいる180。日本の厚生労働省は 2023 年 10 月に

Alliance 8.7 にパートナーとして加盟している181。 

 

  



第 3 章 児童労働に関する各ステークホルダーの取り組み・連携 

第 2 節 マルチステークホルダー連携による取り組み 

 
 

 

58 
 

第 2 節 マルチステークホルダー連携による取り組み 

1）マルチステークホルダー連携の全体像 
児童労働問題は、既存のルールや慣習、ビジネスの在り方など、複数の原

因に起因する複雑で構造的な問題である。「児童労働のない世界」を実

現するためには、対症療法的な対応に終始するのではなく、根本的な課

題解決に向き合っていく必要がある。それは、政府、企業、あるいは

NGO・NPO、といった単独の個々の取り組みのみで達成なされるものでは

なく、課題に関与しているあらゆるステークホルダーが業界横断で一体となっ

て同じゴールを志し、互いのリソースを組み合わせて協力し、それぞれの役割

を果たすことによって既存の仕組みを変革していくことで成し遂げられるもの

である。現在、児童労働に関しては、様々な業界において、単独では解決

できない問題に対してマルチステークホルダー連携を活用して取り組んでいる

イニシアティブが組成されている。 

マルチステークホルダーが果たす役割の類型は大きく 6 つに分類することが

できる。次項でこれらの取り組みを実施しているマルチステークホルダーイニシ

アティブの例を紹介する。 
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2）マルチステークホルダー連携の事例 
児童労働におけるマルチステークホルダーの取り組みは、様々な産品・業界

で進展している。ここでは、特に日本の企業との関わりが大きいマルチステー

クホルダー連携の事例を取り上げている。 

 

カカオ 開発途上国におけるサステイナブル・カカオ・プラットフォーム 

設立年：2020 年 

活動内容：イベント・セミナーの開催、児童労働やトレーサビリティなどに

関する勉強会の実施、「児童労働の撤廃に向けたセクター別アクション」

の目標達成に向けた議論および企業・団体の実施状況の取りまとめ など 

 

開発途上国におけるサステイナブル・カカオ・プラットフォームとは、JICA（独

立行政法人国際協力機構）が事務局を務め、社会的・経済的・環境

的に持続可能なカカオ産業の実現を目的として、2020 年 1 月に設立さ

れたプラットフォームである。多様な関係者が共創・協働するための「場」と

して、業界団体、食品メーカー、商社、NGO、コンサルティング企業など 72

企業・団体会員、145 個人が参加している（2025 年 4 月時点）182。 

主なプラットフォームの活動として、会員や教育機関向けのイベント・セミナー

の開催による情報発信活動や、会員間でのより活発な情報交換を目的

とした「分科会」設置による個別の課題解決に向けた議論の促進に取り

組んでいる。特に児童労働に関しては、「児童労働分科会」が設置され、

児童労働の問題の解決を目指す企業や NGO が中心となって 2022 年

に策定された、カカオ産業における児童労働リスクを特定・予防・軽減する

ための具体的な行動目標である「児童労働の撤廃に向けたセクター別アク

ション」の目標達成に向けた議論を行っている。2024 年度には、本セクター

別アクションに関するプラットフォーム企業・団体の取組状況をまとめたレポ

ートを発表している183。 

 

カカオ：ICI （International Cocoa Initiative） 

設立年：2002 年 

活動内容：CLMRS（児童労働監視改善システム）の開発・導入、カカ

オ生産地の農家支援、調査・プログラムの実施 など 

 

ICI（International Cocoa Initiative）は、スイス・ジュネーヴを拠点とする

非営利財団であり、企業・政府・NGO らが協働し、西アフリカのカカオ生

産地における児童労働・強制労働の撤廃を目指して 2002 年に設立され

た。主要な活動は、2012 年に導入された、CLMRS （Child Labour 

Monitoring and Remediation System（児童労働監視改善システ

ム））の開発である。本システムは、コミュニティベースで児童労働を特定

し、児童労働の防止と対処のための効果的な支援を行う仕組みである。

CLMRS が提供するのは主に以下の機能より構成される。 

・農家、子ども、コミュニティメンバーに対する、児童労働とそれに伴う被害に

ついての意識向上 

・標準化されたデータ収集ツールを使用した積極的なモニタリングプロセスを

通じた、児童労働中の子どもの特定 

・児童労働の子どもやリスクのあるその他の子どもたちへの支援の提供 

・児童労働で特定された子どもをフォローアップし、児童労働から脱するまで

定期的なモニタリングの実施 

現在、多くの企業がサプライチェーンにおける児童労働への取り組みの一環

として CLMRS を活用している184。 

その他、生産者支援活動や各種調査・支援プログラムを実施しており、そ

れらの知識やベストプラクティスをメンバー間で共有したり、国際機関やカカ

オの生産国・消費国政府と協力し、カカオセクターにおける国内・地域・国

際レベルでの適切な法規制や持続可能性基準などの政策立案について

助言を行っている185。 

 

パーム油：RSPO（Roundtable on Sustainable Palm Oil（持続可能

なパーム油のための円卓会議）） 

設立年：2004 年 

活動内容：持続可能なパーム油の生産・利用に関する国際的な認証制

度の開発 など 

 

RSPO（Roundtable on Sustainable Palm Oil（持続可能なパーム油

のための円卓会議））は、パーム油に関わる 7 つのステークホルダー（アブ

ラヤシ生産者、製油業・商社、消費者製品製造業、環境・自然保護

NGO、社会・開発 NGO、銀行・投資家、小売業）によって構成される非

営利組織である。持続可能な方法で生産されたパーム油に対する WWF

（世界自然保護基金）からの要請に応える形で 2004 年に設立され

た。 

パーム油を持続可能なものにするためのグローバルパートナーシップをビジョン

として、持続可能なパーム油のための国際認証制度を開発・実施してい

る。186また、2020 年には、子どもの権利保護を強化し、RSPO 認証基準

への準拠を強化するために、生産者、小規模農家、下流のサプライチェーン

アクター、監査機関の４つの対象別にガイダンス文書を発行し、児童労働

リスクの特定と対応方法を明確化した187。 

 

コットン：Better Cotton 

設立年：2009 年 

活動内容： 持続可能なコットンのための認証制度の運用、農家トレーニ

ングプログラムの実施 など 

 

Better Cotton（Better Cotton Initiative：BCI）は、小規模農家、農

場労働者、農業コミュニティにとって持続可能でより良いコットンの生産を

推進する非営利組織である。コットンの生産者、サプライヤー・メーカー、小

売業者・ブランド、NGO・NPO などの多様なステークホルダーから構成され

ており、持続可能なコットンの生産のための農家のための生産基準

「Better Cotton Principles and Criteria」の策定や基準を満たすコットン

が使用された製品の認証制度の運用、内部基金を通じた農家のトレーニ

ングプログラムの実施などを展開している188。2021 年に策定された「Better 

Cotton 2021-30 Strategic Direction」においては、小規模農家の生

計、女性のエンパワーメント、土壌の健康、農薬使用削減、気候変動緩

和を 5 つのインパクトターゲットとし、変革を推進するための目標と計画、進

捗方法の測定方法を提示している189。主要な活動は、持続可能な方法

で生産されたコットンを認証する Better Cotton 認証制度の運用であり、

今日では世界市場で流通するコットンの 1/5 以上が Better Cotton のラ

イセンスを取得している190。認証基準である Better Cotton Principles 

and Criteria の原則 5 の「Decent Work」では、児童労働の禁止および

子どもと若者の権利を守ることを規定している。191また、Better Cotton 基

準に適合したトレーサブルなコットンを調達し加工するメーカー・ブランドなどの

サプライチェーン関係者も認証を受ける必要があり、Better Cotton の取引
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量は「Better Cotton Platform」という会員限定のデジタルプラットフォーム

上で可視化され、生産国情報まで遡ることが可能である192。 

また、Better Cotton が提供したフィールドプログラムの一つとして、パキスタ

ンの児童労働に対処するため、現地 NGO とパートナーシップを組み、児童

労働防止プログラムを実施したものがある。このプログラムは、現場スタッフ

の能力強化によって児童労働に関する農家の理解を向上させることを目

的としており、児童労働の特定、監視、是正プロセスの実行に向けた支援

を行った。さらに、州の公共部門のステークホルダーと児童労働やディーセン

トワークに関するアドボカシーイニシアティブを支援することについて協議を行

ったことも特徴であり、児童労働問題の根本的な原因を考慮した統合的

なアプローチが提供された193。 

 

鉱物：GBA（Global Battery Alliance） 

設立年：2017 年 

活動内容： 業界横断でのサプライチェーン可視化システムとガバナンスの

構築 等 

 

GBA（Global Battery Alliance）は、2030 年までに持続可能なバッテリ

ーサプライチェーンを確立することを目的として、2017 年に世界経済フォーラ

ムで設立された官民連携プラットフォームであり、2022 年に非営利団体と

して独立した。国際機関や NGO、業界関係者、学術機関、政府など

140 を超えるアライアンスメンバーが結集し、非競争領域におけるアプローチ

でコレクティブな連携を実現し、業界全体のシステマティックな変革を推進

する。GBA の主要な取り組みとしては、バッテリーパスポートイニシアティブの

推進、環境・人権保護にもとづく重要鉱物の調達・利用の促進、新興国

におけるエネルギーアクセスの確保と循環性の促進がある194。 

バッテリーパスポートとは、2019 年に GBA が発表した「A vision for a 

sustainable battery value chain 2030」にて、持続可能で責任ある循

環型バッテリーバリューチェーンを迅速に拡大する必要性を概説し、マルチス

テークホルダーによるバッテリーのバリューチェーン全体の透明性を高めるため

のフレームワークとして提唱されたものである。持続可能なバッテリーの定義

にもとづき、材料調達からリサイクルまでバッテリーのライフサイクルに係る情

報を記録、伝達するもので、バッテリーのライフサイクルのすべてのステークホ

ルダー間で信頼できるデータを収集、交換、照合および報告することによっ

て、グローバルバリューチェーンに新たなレベルの透明性をもたらすことを目指

している。GBA が策定するバッテリーパスポートでは、児童労働に関する項

目が設定されており、企業や製品の児童労働の撤廃に向けた取り組みを

測定・評価するための枠組みが含まれている195。また、EU のバッテリー規則

においては 2027 年 2 月 18 日よりデジタルバッテリーパスポートの施行開

始が予定されており、バッテリーのライフサイクルに関する情報をデジタルで

記録することが義務化される。記録が必要な情報の中には責任ある人権

デュー・ディリジェンスの実施において報告が求められる責任ある調達に関す

る情報も含まれている196。
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第 3 節 児童労働に関する課題と展望 

 

1）ビジネスと児童労働に関する課題 
 

SDGs の掲げる 2025 年までの 

児童労働撤廃の目標達成は 

絶望的 

 

日本でも広く浸透している持続可能な開発目標（Sustainable 

Development Goals：SDGs）は、そのターゲット 8.7 として「2025 年までに

児童労働を撤廃する」という目標を掲げている。最新の ILO レポートによると

2020 年時点と比較すると児童労働数は減少傾向にあるものの、同目標の

達成には未だ程遠く、2024 年時点でも世界の子どもの 13 人に 1 人にあた

る 1 億 3,800 万人が児童労働に従事しており、2025 年までの目標達成は

絶望的とされる。 

 

欧米を中心に児童労働に関する 

企業の取り組みが進むも、不十分 

 

こうした児童労働などの人権問題の多くは、かつて開発途上国の制度、貧

困、教育などの問題と見なされていたが、サプライチェーンを通じて関与している

企業にも社会的な責任があるとする考え方が国際的に認められて久しい。

2011 年に国連総会にて採択された「ビジネスと人権に関する指導原則」に

加え、近年は欧米を中心とする人権デュー・ディリジェンスの義務化の流れも

受け、ブロックチェーンなどの最新技術を活用したサプライチェーン管理などの取

り組みや産品の原産地への支援の取り組みが浸透しつつある。しかし未だに

企業や消費者の意識変革は途上にある。人権について積極的な対応を行っ

ているのは主に大手企業に限られ、特に人的・財政的リソースに限りがある中

小企業における対応の遅れが指摘される。現在も世界各地で人権侵害に関

する企業の訴訟事例や抗議事例が確認されている。 

 

日本は児童労働を含む 

人権への取り組みにおいて、 

一部の業界・企業で進展は 

あるものの、欧米に出遅れ 

 

特に日本は、こうした人権問題への取り組みにおいて欧米に出遅れている。

企業の人権への取り組みを格付けする「企業人権ベンチマーク（Corporate 

Human Rights Benchmark：CHRB）」において、日本企業の評価は低

い。2023 年の格付けでは、全世界の 110 社が評価され、そのうち日本企業

は 5 社が評価対象となったが、大半の企業について全体の中央値から下位

の得点分布となっている。政策面でも、さらなる取り組みの深化が必要であ

る。2011 年の国連指導原則採択に基づき各国が策定している「ビジネスと

人権に関する国別行動計画（National Action Plan：NAP）」は、2020

年 10 月に外務省が策定し、タイに次いで世界 24 ヵ国目の策定となった。

2022 年には、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドラ

イン」を策定し、企業における人権尊重の取り組みを後押しする動きが見ら

れ、2023 年には「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のための実務

参照資料」も公表され、企業の自主的な人権デュー・ディリジェンスの実施を

奨励しているが、欧州のように、ルールによる義務化には至っていない。日本経

済団体連合会が 2024 年に公表した「企業行動憲章に関するアンケート結

果」においては、企業が人権を尊重する経営を実践する上での課題につい

て、「国連『指導原則』に基づく取り組みを進めている企業」では、 「サプライチ

ェーンの構造が複雑・膨大であり、課題の特定が難しい(73％)」や、 「一社・

企業だけでは解決できない複雑な問題がある(72%）」という回答がされてい

る。また、政府・公的機関に対する要望としては、「企業の自主的な取り組み

を推進するツールの拡充」が挙げられている197。 

また、日本は米国国務省が毎年発行しているレポート「人身取引報告書」に

おいて 2005 年から 2024 年の間で 2018 年・2019 年を除くすべての年で、4

段階評価のうち、最も良い評価である第 1 階層ではなく第 2 階層の評価を

受けている198。同レポートでは過去数年に渡り、日本における外国人技能実

習生の搾取労働や、児童買春の存在、そして予防策や被害者支援の不十

分さが指摘され続けているのである。オーストラリアの NGO Walk Free の調

査によると、児童労働を含む搾取労働によって生産された産品の輸入量が

米国に次いで世界で 2 番目に多い国が日本である。年間で 531 億米ドル

相当の日本への輸入に現代奴隷が関与しているという199。 

既に人権尊重の取り組みを進める業界や企業もあるものの、日本社会全体

として一層の取り組み強化が求められているといえよう。 

 
2）ビジネスと児童労働に関する展望 
 

一部揺り戻しはあるものの、 

EU を中心とした国際ルール整備も

伴う社会的圧力は継続 

児童労働含む企業の人権対応 

強化は一層重要に 
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従来国家の役割とされてきた人権保護は、グローバルビジネスの急速な展開

などを背景に国家の力のみで対応できる範疇を超え、その保護の責任を企

業に対して求める動きが強まっている。それに伴ってビジネスと人権に関する国

際ルールの整備が進められてきた。2011 年に国連総会にて採択された「ビジ

ネスと人権に関する指導原則」は人権を保護する「国家の義務」に並び、人

権を尊重する「企業の責任」を定義し企業の役割を強調した。そしてこの責任

範囲は、企業が直接引き起こした人権侵害のみならず、間接的に助長した

り、第三者との取引などを通じて関係した人権侵害にまで及ぶことが明記さ

れた。この国連指導原則に基づいて各国政府は「ビジネスと人権に関する国

別行動計画（NAP）」を策定し、欧米を中心に人権デュー・ディリジェンスを

企業に義務付ける法制化が加速している。企業にとってサプライチェーンにおけ

る人権リスクは、今や単なるコンプライアンス上の課題ではなく、企業価値をも

左右する事由となっているのである。 

EU においては、人権に関する国内ルールやガイドラインの整備も進み、企業の

人権対応に関する社会的圧力が強まっている。EU にとって持続可能な経済

への移行は優先的な課題であり、人権・環境を含む企業持続可能性への取

り組みとして、2023 年 1 月に一定規模以上の企業に対して人権・環境を含

むサステナビリティ関連の報告を求める企業サステナビリティ報告指令

（CSRD：Corporate Sustainability Reporting Directive）が施行され、

2024 年 7 月には企業に人権・環境に関するデュー・ディリジェンスの実施と企

業活動による負の影響の特定、防止、是正などを求める企業持続可能性デ

ュー・ディリジェンス指令（CSDDD：Corporate Sustainability Due 

Diligence Directive）、2024 年 12 月には強制労働により生産された製

品の EU 域内流通と EU 域外への輸出を禁止する強制労働製品の域内流

通禁止規則（Regulation on Prohibiting Products made with forced 

labour on the Union market）が施行されるなど、法制化や法改正の動

きがみられる。これらの法律は、EU で一定規模以上の売上げがある場合など

には日本企業にも適用される。今後は、施行された法令を実際に EU 加盟

国において国内法化し適用・運用していく段階となるが、一方では複雑化し

た規制が企業負担を高めているとの懸念の声もあり、EU は 2025 年 2 月

に、CSRD や CSDDD に関する規則を簡素化する「オムニバス法案」を発表し

ている。現実を見据えた上での一部緩和の動きはありつつも、企業の事業活

動やグローバルなバリューチェーン全体において、持続可能で責任ある企業行

動を促進する企業の持続可能性は重要課題であることには依然変わりな

く、規則の対象となった企業は関連法令の遵守を求められる。また、法令が

直接的に適用対象とならない企業であっても、取引関係を通じて対応を求め

られたり、従業員や取引先、地域社会などのあらゆるステークホルダーの人権

に関して適切なエンゲージメントを行うことが社会から求められることになるだろ

う。 

日本においても、過去数年で企業における人権に対する取り組みが加速して

いる。例えば、チョコレート企業における持続可能なサプライチェーンの実現に向

けた各種取り組みなど、サプライチェーンの中流以降に位置する企業自らが問

題解決に向けてアクションを起こし、その結果として周辺のサプライヤーの調達

行動をも変革し、業界をリードするという事例も生まれてきている。そうした民

間主導の取り組みを後押しするべく、今後は欧州の規制の動きを受けて日

本でも法制度の整備に関する議論の展開が予想される。また、ビジネスと人

権に関する国別行動計画（National Action Plan：NAP）」も 2025 年に

改定が予定されているため、国内のルール動向も注視しながら、企業の社会

的責任を果たしていくことが求められている。 

 

ESG 投資の普及と 

株主アクティビズムの拡大を背景に、 

投資家からの信頼と評価を 

得ることが不可欠に 

 

こうした国際ルール形成や世論の高まりは、投資家や消費者などの企業を取

り巻くステークホルダーの意識にも変容をもたらしている。彼らの意識変革は、

企業価値や売上げの向上、人材獲得など企業の競争力に直結するため、

注 目 が 集 ま っ て い る 。 近 年 注 目 さ れ る 「 ESG 投 資 」 （ 環 境

（Environment）・社会（Social）・企業統治（Governance）の要素も

考慮した投資）を背景に、企業が社会的側面の代表格である人権対応を

進めることは、投資の呼び込みや株価の上昇を後押しする要因にもなっており、

欧州におけるルールメイキングなども通じ、投資においては重要な条件になりつ

つある。ESG 投資は企業の財務情報だけでなく、環境リスクや人権リスクなど

の非財務的な情報も考慮することで、より安定したリターンを追求することを

目的としている。投資家にとっては ESG 要素を無視することは、投資判断にお

いてリスクを伴う可能性がある。もし企業がこれらの要素に配慮しない場合、

投資家からの評価が低下し、結果として資金調達が難しくなるリスクが生じる。

企業は、ESG に対する取り組みを強化することで、投資家からの信頼を得るこ

とができ、持続可能な成長を実現することが期待されるのである。 

2022 年の調査では、ESG 投資の世界全体の運用資産に占める割合は 4

割弱にも達している。日本における運用資産額に占める ESG 投資の割合は

2016 年の 3.4%が 2022 年は 34%へと大きく増加し、38%を示す欧州に近

接している200。日本の急成長の背景には、年金積立金管理運用独立行政

法人（Government Pension Investment Fund, GPIF）が 2015 年に

PRI に署名し、2017 年から実際に ESG 投資を開始したことの影響が大き

い。昨今、米国を中心とする「反 ESG」の動きはあるものの、依然として投資

において企業のサステナビリティやその取り組みが重要であることは変わらな

い。 

現在の ESG 投資手法には、ネガティブ・スクリーニング、ESG インテグレーション

型、エンゲージメント・株主行動型、規範に基づくスクリーニング、議決権行使

などが存在する。ネガティブ・スクリーニングの例としては、約 1.8 兆ドルの資産

を管理するノルウェーの政府系ファンドは、児童労働を含む人権侵害を行って

いる企業をスクリーニングする方針を採っている。またエンゲージメント・株主行

動は ESG アクティビズム、またはサステナビリティ・アクティビズムと呼ばれ、投資

先企業との積極的な対話を行うことが多い。大手機関投資家は多くの投資

先を抱えるため、エンゲージメントにはコストがかかるが、それでも最近では大手

機関投資家によるエンゲージメントも増加しているのが現状である。例えば日

本の大手機関投資家は、あるカカオ関連企業とサプライチェーンにおける児童

労働問題についてエンゲージメントを通して課題を共有した。その後、2030 年

までにカカオ農園での児童労働ゼロを目指すと表明し、トレーサビリティ向上や

人権問題への対応を行った。その結果、販路拡大にも寄与しており、投資家

からも評価されている。ESG 投資は多様な手法を通じて企業の持続可能性

を高め、長期的なリターンを追求する重要な手段となっている201。 

グローバルでは、社会的側面に関する非財務情報の開示のルール化やフレー

ムワークの整備も進められている。具体的には、前述の 2023 年に発効された

CSRD に社会面の情報開示が含まれるほか、TCFD（気候関連財務情報
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開示タスクフォース）・TNFD（自然関連財務情報開示タスクフォース）に続

くサステナビリティ情報開示のフレームワークの策定を目的とする TISFD（不平

等・社会関連財務情報開示タスクフォース）が 2024 年に発足した。これらの

動きは、企業による人権尊重の取り組みや人権尊重に取り組む企業への投

資の拡大を後押しすることが期待される。 

 

Z 世代含む消費者の意識変革や

企業のサステナビリティ対応への関

心の高まりを受けて、 

企業の競争力強化のためにも人権

対応は必須 
 

社会問題に関する消費者の意識向上により、人権対応は企業の売上げに

も直接的な影響をもたらしている。大手アパレルメーカーは児童労働の発覚を

発端とする不買運動により、1 兆円以上の売上げを失ったと推計されてい

る。また 2020 年の消費者庁の調査によると、エシカルな（社会・環境などに

配慮した）商品が割高であっても購入したい人の割合は、最も許容度の高

かった商品は「食料品」で 77％であり、それ以外の商品においても 60%を超

える202。つまり企業は児童労働などのないエシカルな商品の製造・販売によ

り、商品単価を引き上げることが可能となる。さらにミレニアル世代や Z 世代

と呼ばれる 1981 年以降に生まれた若者は一般に環境や社会課題に関心

が高いとされ、こうした傾向は企業の人権対応が各社の将来的な売上げや

人材獲得にもたらす影響を増大させると考えられる。 

消費者における意識変革のみならず、企業間での取引においても、企業が人

権対応に取り組むことは極めて重要だ。近年では、大企業を中心に多くの企

業において、調達方針やサプライヤーやビジネスパートナーに対して具体的な取

り組みを求める調達ガイドラインを策定している。企業間の取引では、品質

（Quality）、コスト（Cost）、納期（Delivery）が特に重要であるが、従

来の QCD 要件に加え、環境や人権、労働安全衛生、ガバナンスなどのサス

テナビリティへの取り組みも求められている。取引先の調達方針や調達ガイド

ラインへの要求に応えられず、気が付かぬうちに競争力が低下することと防ぐ

ためにも、人権に配慮した企業活動への取り組みは不可欠だ。 

 

 

3）今後ビジネスに求められるアクション 
 

人権デュー・ディリジェンスなどの実施

が急務 

効果的・効率的な取り組みのためサ

プライチェーン管理に関するグローバル

イニシアティブとの連携も重要 

国連指導原則に基づき、企業はまずは自社事業による人権（児童労働）

への負の影響の防止・軽減を第一優先として人権デュー・ディリジェンスを実施

すべきである。より具体的には、企業はまず人権方針を策定し、自社のサプラ

イチェーン上の人権リスクのアセスメントを行い、予防・是正措置を実施した上

で進捗のモニタリングや情報公開に取り組み、加えて苦情処理メカニズムの

構築も実施すべきである。人権デュー・ディリジェンス実施の際には、NPO・

NGO やコンサルタントなどの外部専門家との連携により、客観性や専門知

識を補うことも有効とされる。政府や業界団体には、企業の人権デュー・ディリ

ジェンスの効果的な実施をサポートするための実践的なツールなどの支援策が

求められる。 

指導原則の作成を推進したジョン・ラギー教授は、環境分野と人権分野の大

きな違いとして「あくまで人権はオフセット（正の影響による負の影響の軽

減）が出来ないものである」と述べている。児童労働によって失われた子ども

の教育機会や健康は、戻らない。企業はまず自社のサプライチェーンにおける

人権侵害をなくすこと（＝「Do no harm」）に注力すべきなのである。 

また、サプライチェーン管理の仕組みを構築する上では、日本企業はグローバル

な取り組みにより積極的に参画して取り組みのレバレッジを効かせていくことが

重要となる。例えば人権リスクのアセスメントを自社単独でサプライチェーン全

体に対して実施するには莫大なコストを伴うが、国際的な認証制度やプラット

フォームを活用することでより効率的にサプライチェーンの上流の実態まで把握・

管理することが可能となる。また業界ごとのグローバルなプラットフォームに参画

することで、最新情報の入手や他社と連携した効果的なサプライチェーン管理

施策にもつなげることができる。 

 

エシカル商品の展開では、 

経験価値の提供などの 

マーケティング強化と 

適切な情報発信が重要 

 

消費者の社会課題への関心の高まりを受けて今後エシカル商品の展開もよ

り活発化することが予想されるが、その展開にあたり日本企業はよりマーケティ

ングに注力していくべきである。欧米ではエシカル商品本体のデザインや広告

に工夫を凝らしている企業も多い一方で、日本のエシカル商品は通常の商品

にサステナブルな認証のマークを貼付しただけの場合も多く、目立った広告も

少ない。消費者にとってエシカル消費とは、商品とその背景にある物語に価値

を見出して購買することでもある。従って企業は、人権に関する取り組みを行

っていることを自社製品の差別化要因としてブランディングに活かし、商品のデ

ザインや広告などを通して、そうした経験価値を提供していくなど、人権を新た

なビジネスの機会として積極的に取り込んでいくことも効果的と考えられる。 

日本のエシカル商品市場はまだ成長途中にあるため、複数企業が連携して

広告キャンペーンを実施するといった市場拡大アプローチも有効と考えられる。 

環境分野においては、欧州では実際以上に企業が環境などへの取り組みを

実施しているよう見せかける「グリーンウォッシング」が問題視され、「グリーンウォ

ッシング」を規制するルールが定められている。「グリーンウォッシング」に陥らない

ためには、根拠を意識した情報の発信が重要である。一方で、「グリーンウォッ

シング」を避けるため、環境への取り組みや成果について控えめに公開したり、

意図的に情報を隠したりする、「グリーンハッシング」についても、その問題が指
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摘されている。特に議論が進展しているのは環境の分野であるが、根拠に基

づかない情報発信や意図的に情報を控えめに公表することは人権尊重を含

む社会的側面についても同様の問題が生じ得る。実際に、ある特定の製品

をエシカル商品であると売り出すことで、自社の他の商品がエシカルでないこと

が明らかになることを懸念し、あえてエシカル商品であることを前面に押し出さ

ないという方針が取られることもある。しかし、それは消費者による選択を狭め

ることにつながる。消費者が未来に向けた前進として「より良い選択肢」を選

択できるようにするためにも、企業は自社の社会責任と真摯に向き合った企

業活動を展開し、「完璧」ではなくとも、その取り組みの進捗を含め適切に情

報発信していくべきである。 

 

人権尊重に取り組むことで 

企業価値の向上を目指し、 

世界をリードする 
 

企業が人権リスクに適切に対応し、人権尊重に取り組むことは、売上げや企

業価値の向上に寄与するものである。例えば、企業が人権に関する取り組み

を推進し、取引先の人権に関する調達基準を満たすことは、新規顧客の開

拓や既存顧客との関係性の強化につながり、結果として売上げ向上の一因

となり得る。また働きやすい職場環境の維持は、従業員の生産性や採用

力、人材定着率の向上、人的資本の強化につながり、企業業績にプラスの

影響をもたらす可能性がある。さらに人権尊重への取り組みは、企業ブランド

力の強化や投資家の評価向上に寄与し、結果として株価上昇に結びつく可

能性もある。 

欧州における人権デュー・ディリジェンスなどの人権対応の義務化の流れを鑑

みると、自社のサプライチェーンにおける人権対応はグローバルスタンダード化し

ており、現在企業がコンプライアンス遵守や省エネなどの環境配慮を実施して

いるように、企業価値を維持・向上させる上で当然に重要な取り組みとなって

いる。このような流れも踏まえ、指導原則も求めているように、まず企業は自

社のサプライチェーンにおける人権侵害を撤廃すること（＝「Do no harm」）

に取り組むべきである。 

そのうえで、今後は社会課題の本質的解決にまで取り組む企業こそが世界を

リードしていく存在となるだろう。企業には、人権を尊重する経営を行い、ステ

ークホルダーの声に耳を傾け真摯に行動することによって、人権リスクを回避す

るだけでなく、社会課題の本質的解決を目指して取り組みを深化させること

が期待される。そして企業が積極的に情報開示を行うことで、ステークホルダー

からの適切な評価にもつながる。人権への取り組みを強化することは、中長

期的には、ビジネス機会獲得や企業価値向上の好機となるだろう。 

 

マルチステークホルダーの連携による

業界横断的な取り組みによって 

根本解決を 
 

児童労働の発生は単一の要因からなるものではなく、貧困、教育機会の欠

如、脆弱な法体制・労働体制など、慣習的、構造的、環境的な様々な要

因が複合的に影響した結果の産物である。そのため、児童労働を真に解決

に導くためには、対症療法的な対応だけではなく、児童労働問題の根幹に

向き合い、本質的な解決に向けたアプローチを展開することが重要である。そ

れを実現するのがマルチステークホルダー連携である。先述のように児童労働

の問題の根源は様々であるため、単一主体での取り組みには限界があり、企

業や消費者、投資家、労働者、NGO など、社会の様々な立場にある組織

や個人が、課題解決のプロセスに力を尽くし、それぞれの役割を果たすことが

不可欠である。第一に、政府機関は法制度面での改革、教育環境の拡充

などを通して社会的な基盤を提供する役割を果たす。本書でも紹介したガー

ナにおける児童労働フリーゾーンのように、地域から児童労働をなくすための活

動を継続的に行う仕組みがある。この仕組みを運営し、各ステークホルダーの

働きを取りまとめて制度の維持をしていくのは、政府・行政の役割であろう。

NGO が果たす役割は、現地の実態把握や技術支援、認定制度の構築な

どであり、その取り組み範囲は幅広い。特に、地域のステークホルダーとの密な

関係性を活かして、生産地における企業支援のコーディネートを行うなど、課

題解決の当事者としてだけでなく、様々なステークホルダーの架け橋としての役

割も期待される。企業は、その影響力を考慮し、まずは自社のサプライチェーン

の責任ある管理を推進することが重要だ。様々なステークホルダーと協働し、

自社のサプライチェーンにおける人権デュー・ディリジェンスを実施することは、生

産地に対する影響だけでなく、間接的な取引先におけるリスク軽減にも資す

る。サプライチェーン上で児童労働が発見された場合は、取引先に対する改善

策の計画や技術支援などを通じたエンゲージメントを行い、児童労働が再発

しないよう構造的な問題の解決を図ることが肝要だ。また、地域社会や現地

NGO との協業による教育支援や職業訓練などを通して児童労働の根源的

な要因にアプローチすることも可能である。このように、様々なエンゲージメントの

形で、企業が積極的にサプライチェーン上の問題解決に関わることが、児童労

働の現状を変えるための大きな原動力となる。 

しかし、本質的な児童労働問題の解決には、サプライチェーンだけに限らない、

一歩先を志向した取り組みが求められている。例えばカカオ関連企業が自社

のサプライチェーンの監視を強めて児童労働をすべて排除したとしても、児童労

働の要因となっているその地域や家庭の問題が本質的に解決していない限

り、子ども達は児童労働に戻る可能性が高く、カカオ農園で失った仕事の代

わりに、監視の目が届かない劣悪な環境や、その地域の他産業で働き続ける

ことになりえる。サプライチェーン上だけに限らず、自社のサプライチェーンを「てこ」

にして、対象地域全体から児童労働が発生する仕組みそのものを解消するエ

リアベースのアプローチを採用し、様々なステークホルダーと連携して児童労働

の解決を目指すことが、課題解決にあたって効果的なアプローチといえるだろ

う。 

児童労働の撤廃を目指す行動は概念上は「子どもの権利」しいては「人権」

の保護（政府の義務）と尊重（企業の責任）が重なり合う場であり、また

企業にとっては各社に共通するサプライチェーン上の課題に取り組む行動とも

なる。そうした意味で同じ対象に対しアプローチする中で、それぞれの単独のス

トリームではなく、一つの大河となって共通したゴールを目指し、立場や役割の

違いを前提に各取り組みを協調させ、全体最適化効果や相乗効果を最大

限に活用することが、児童労働問題の根本的な解決を加速する上でのアク

セルとなる。本書でも紹介したように、世界的に様々なマルチステークホルダー

イニシアティブやプラットフォームが存在している。時に、同業界内の企業では、

企業の競争上の理由から情報共有や開示において慎重にならざるを得ない

部分もあるだろう。しかし、児童労働のない世界を目指すという共通目標のも

とで、競争以前で連携できる領域がどこにあるのかを前向きに模索する努力

をすることが、点と点を結ぶかのごとく業界内での横連携が強化され、さらに

は、面と面でつながる業界横断での連携の深化につながっていくだろう。 
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発行元 

 

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 

〒100-8363 東京都千代田区丸の内 3-2-3 丸の内二重橋ビルディング 

国際的なビジネスプロフェッショナルのネットワークである Deloitte（デロイト）の一員として日本のコンサルティングサービス

を担い、提言と戦略立案から実行まで一貫して支援するファーム。その中で CSR ユニットの Social Impact 活動は「経済

合理性のリ・デザイン」を活動コンセプトとして、NPO/NGO や企業・行政との連携を通じた課題解決活動に取り組む。

2017 年から特定非営利活動法人 ACE と連携し、児童労働問題について課題特定から解決策の実行まで一貫した支

援を実施。 

 

 

株式会社オウルズコンサルティンググループ 

〒106-0046 東京都港区元麻布 3-1-6 

 

経営戦略・事業戦略、通商・地政学・経済安全保障、ルール形成戦略、サステナビリティ戦略などの企業コンサルティン

グや、各種企業内研修を提供するファーム。「ビジネスと人権」専門チームを擁し、人権方針の策定や人権デュー・ディリジェンスの実施などの支援に加え、

NPO/NGO との広範なネットワークを活かしたソーシャルセクターとの連携支援も行う。人権・環境問題などに取り組む NPO/NGO へのプロボノ活動も行い、

特定非営利活動法人 ACE をはじめとする NPO/NGO と連携して児童労働問題にも取り組む。 

 

 

特定非営利活動法人 ACE   

〒111-0053 東京都台東区浅草橋五丁目 2-3 鈴和ビル 2F 

児童労働撤廃に取り組む国際協力 NGO。「世界の力を解き放つ －子どもたちに自由の力を。すべての人に変革の力

を－」をパーパスに掲げ、ガーナやインド、日本で支援プログラムを実施。2009 年からはガーナのカカオ生産地に対する「スマ

イル・ガーナ プロジェクト」を行い、様々な企業に対して児童労働によらないカカオの調達を促している。インドにおいては、

2010 年から 2023 年までコットン生産地における支援活動「ピース・インド プロジェクト」を実施した。近年は日本での「子

どもの権利」の普及にも取り組んでいる。 
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Appendix 1. 児童労働撤廃に取り組む NPO・NGO 一覧（国内） 

 

参考：児童労働白書ネットワーク（CL-Net）Web ページ、「会員紹介／NGO」 

 

 

 

 

 

  

# 機関・組織名 活動地 活動分野 

1 児童労働ネットワーク 日本 
意識啓発、世論喚起・情報共有、理解促進・ネッ

トワーキング、アドボカシー 

2 公益社団法人 アムネスティ・インターナショナル日本 日本を含む約 200 ヵ国 人権、アドボカシー 

3 特定非営利活動法人 ACE ガーナ、日本 
教育、カカオ産業、子どもの権利、ビジネスと人権、

アドボカシー、啓発活動 

4 特定非営利活動法人 かものはしプロジェクト カンボジア、インド 児童買春 

5 グローバル・ヴィレッジ 
バングラデシュ、インド、 

ネパール、ケニア 
フェアトレード、啓発活動、地域開発支援 

6 特定非営利活動法人 国際子ども権利センター 日本 子どもの権利、啓発活動 

7 公益財団法人 国際労働財団（JILAF） インド、ネパール 教育 

8 特定非営利活動法人 シャプラニール＝市民による海外協力の会 
バングラデシュ・ネパール・日

本  

子どもの権利、防災、多文化共生、フェアトレード 

 

9 公益社団法人 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 日本を含む約 120 ヵ国 
緊急・人道支援、保健・栄養、教育、防災、子ども

の権利 

10 特定非営利活動法人 テラ・ルネッサンス 

ウガンダ、コンゴ民主共和

国、カンボジア、ウクライナ

など 10 カ国 

子ども兵、紛争鉱物、平和構築、自立支援、平和

教育 

11 特定非営利活動法人 フリー・ザ・チルドレン・ジャパン（FTCJ） 
日本、インド、フィリピン、モ

ンゴル 
教育、アドボカシー 

12 特定非営利活動法人 フェアトレード・ラベル・ジャパン 日本を含む約 150 ヵ国 フェアトレード、認証 

13 特定非営利活動法人 ワールド・ビジョン・ジャパン 日本を含む 38 か国 

緊急人道支援、開発支援（水衛生、教育、保

健、栄養、生計向上）、アドボカシー（子どもの権

利、子どもに対する暴力） 
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Appendix 2. 児童労働撤廃に取り組む NPO・NGO 一覧（海外） 

 

 

# 分類 国（拠点） 機関・組織名 

1 NPO・NGO 米国 Human Rights Watch 

2 NPO・NGO 米国 Responsible Sourcing Network （RSN） 

3 NPO・NGO 米国 International Justice Mission 

4 NPO・NGO 米国 Rainforest Alliance  

5 NPO・NGO 米国 Solidarity Center 

6 NPO・NGO 米国 Winrock International 

7 NPO・NGO 米国 United Nations University 

8 NPO・NGO 米国 Fair Labor Association 

9 アライアンス・連合 米国 good weave 

10 アライアンス・連合 米国 Business for Social Responsibility（BSR） 

11 アライアンス・連合 コロンビア Alliance for Responsible Mining 

12 NPO・NGO インド Mamidipudi Venkatarangaiya Foundation (MVF) 

13 NPO・NGO インド Concerned for Working Children (CWC) 

14 NPO・NGO ナイジェリア Women Trafficking and Child Labour Eradication Foundation 

15 NPO・NGO タイ Ecpat 

16 NPO・NGO オーストラリア Walk Free Foundation 

17 NPO・NGO 英国 Save the Children 

18 NPO・NGO 英国 Amnesty international 

19 NPO・NGO 英国 Freedom Fund 

20 NPO・NGO 韓国 World Vision International 

21 NPO・NGO ドイツ Caritas 

22 NPO・NGO ドイツ Fairtrade International 

23 NPO・NGO オランダ FAIR WEAR FOUNDATION 

24 アライアンス・連合 オランダ Stop Child Labour 

25 アライアンス・連合 オランダ Global March against Child Labour 

26 アライアンス・連合 ベルギー International Trade Union Confederation 

27 NPO・NGO スイス Terre des hommes（Tdh） 

28 NPO・NGO スイス Defence for children international 

29 NPO・NGO スイス eclt foundation 

30 NPO・NGO 国際 International Cocoa Initiative （ICI） 

31 アライアンス・連合 国際 Alliance 8.7 

32 アライアンス・連合 国際 Global Coffee Platform（GCP） 

33 アライアンス・連合 国際 Sustainable Coffee Challenge（SCC） 

34 アライアンス・連合 国際 Seafood Task Force 

35 アライアンス・連合 国際 Better Cotton （BC） 
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